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第２章 立地適正化計画の目的と位置付け 
 

 立地適正化計画制度 １
（１）背景と目的 

高度成長期以降、多くの地方都市において市街地が郊外へと拡大してきましたが、こうした状況のま

ま、今後、人口が減少すれば、一定の人口集積に支えられてきた医療、福祉、商業などの生活サービス

の提供が困難になり、現在の暮らしやすさが損なわれてしまうことが懸念されています。 

 

このような中、都市再生特別措置法の改正により、2014 年（平成 26 年）8 月に「立地適正化計画」

が制度化され、これにより、都市計画法を中心とした従来の土地利用規制に加え、居住や都市機能の誘

導と公共交通の連携による集約型都市構造の形成に向けた取組を推進することが可能となりました。 

 

本市においても、人口減少や高齢化が進行する中、将来にわたり、誰もが安心して快適に生活できる

まちづくりを進めるため、徳島市立地適正化計画を策定することとしました。 

  

１ 立地適正化計画の目的と位置付け 

■眉山から見た本市の中心部 
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（２）立地適正化計画の位置付け 

 ① 法的根拠 

立地適正化計画は、都市再生特別措置法第 81条第 1 項に定める「住宅及び都市機能増進施設の立

地の適正化を図るための計画」として作成します。 

 

 ② 上位計画等との関係 

立地適正化計画は、市町村が都市全体の観点から作成する、居住機能や医療、福祉、商業などの都

市機能の立地、公共交通の充実に関する包括的なマスタープランであり、市町村のまちづくりの指針

や都市計画区域マスタープランに即するとともに都市計画法に基づく市町村マスタープランとの調

和が保たれたものでなければなりません。 

また、立地適正化計画は、都市全体を見渡したマスタープランとしての性質を持つものであること

から、都市計画法に基づく市町村マスタープランの一部と見なされます。 

本計画は、上位計画である「徳島市まちづくり総合ビジョン」や「徳島東部都市計画区域マスター

プラン」に即するとともに、関連計画と整合を図りながら策定することとしました。 

 

■本計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

徳島市まちづくり総合ビジョン      徳島東部都市計画区域マスタープラン     

  

  

  
徳島市立地適正化計画   

徳島市都市計画マスタープラン 

即する 

整合 

上位計画 

【中心市街地活性化】 

徳島駅周辺まちづくり計画 

【福祉・子育て】 
徳島市子ども・子育て支援事業計画 
徳島市市立保育所再編計画 

徳島市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画 

【交 通】 

徳島市地域公共交通総合連携計画 

（仮称）徳島市地域公共交通網形成計画 

（仮称）徳島市自転車安全利用促進計画 

【防 災】 
徳島市地域防災計画・水防計画 
徳島市地震・津波対策行動計画 
徳島市耐震改修促進計画 

【学校・教育】 
徳島市市立幼稚園再編計画 

 
【住 宅】 

徳島市空家等対策計画 

【環 境】 

第２次徳島市地球温暖化対策推進計画 
【財 政】 

徳島市公共施設等総合管理計画 

【健 康】 
徳島市健康づくり計画 

主な関連計画 
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（３）立地適正化計画で定めるべき事項 

立地適正化計画では、暮らしに必要な施設などを集約するエリア（都市機能誘導区域）と人口密度を

維持するエリア（居住誘導区域）を設定し、これらの区域に医療、福祉、商業などの都市機能や居住の

緩やかな誘導を図りながら、公共交通と連携したまちづくりを行います。 

 

■立地適正化計画に記載する事項（都市再生特別措置法第 81条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■立地適正化計画のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）目標年次 

立地適正化計画は、時間をかけて緩やかに居住や都市機能を誘導するものであり、また、都市計画運

用指針において、「概ね 20 年後の都市の姿を展望すること」とされていることから、本計画において

は、概ね 20年後の 2040 年度を目標年次とします。 

 

 

  

  目標年次 

  2040 年度 

●立地適正化計画の区域 

●住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針 

●居住誘導区域：人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保

されるようにするため、都市の居住者の居住の誘導を図るべき区域。 

●都市機能誘導区域：都市の居住者に対する生活サービスの効率的な提供を図るため、都市機能

増進施設（以下「誘導施設」という。）の立地の誘導を図るべき区域。 

●誘導施設：居住者の共同の福祉や利便の向上を図るために、都市機能誘導区域ごとに設定する

医療、福祉、商業などの施設。 

●居住や誘導施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策 など 

立地適正化計画の区域（都市計画区域） 

市街化区域 

居住誘導区域 

都市機能誘導区域 

誘導施設 

 計画期間（22 年間） 
  計画公表 

  2019 年度 

計画策定 

2018 年度 
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（５）立地適正化計画の区域 

本計画の対象区域は、本市の都市計画区域全域（191.39km2）とします。 

 

■計画対象区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画対象区域（都市計画区域） 

市街化区域 

「この地図は、徳島市長の承認を得て、1/2,500 地形図を複製したものである。（承認番号 平 30 徳島市指令都政第 544 号） 

P7～10、P15、P17～19、P25～28、P41～43、P45、P48、P49、P53、P58～63、P79～83同」 
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第３章 徳島市の現況と将来見通しにおける課題分析 
 

 本市の概況 １
（１）地 勢 

本市は、市の北部を流れる四国一の大河である吉野川とその支流の三角州に発展した四国東部に

位置する徳島県の県庁所在都市です。また、年間を通じて比較的温暖な気候に恵まれ、東部は紀伊

水道に臨み、南部は山々の緑を背にした自然豊かな都市で、本市の象徴とも言うべき眉山、城山が

市の中心部にあるほか、吉野川をはじめとする大小合わせて 138 もの河川が市内を流れる、他に

類をみない水とともに発展してきた都市です。 

 中心部には、新町川と助任川に囲まれた「ひょうたん島」の愛称で親しまれている地域があり、

浸水空間の整備、周遊船の運航、川沿いのライトアップなど、水と緑と光によるまちづくりが行わ

れ、個性的な市街地が形成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）行政区域の変遷 

本市は、昭和４２年の国府町の合併が最後の合併であり、その後、沿岸部の埋め立てを行って

いますが、大きな面積の変更はなく、県庁所在都市の面積としては、沖縄県の那覇市に次いで２

番目に小さな都市で、全国的に見ても非常にコンパクトな都市であるといえます。 

 
■行政区域の変遷 

 

 

 

 

 

 

 

２ 現状と将来見通しにおける課題 

■本市の中心部 ■新町川・阿波製紙水際公園 

■LED に彩られた夜景 

出典：徳島市統計年報 

年月日 面積(k㎡) 備　　考 年月日 面積(k㎡) 備　　考

明22.10. 1 11.57  市制施行 　63.10. 1 190.12  国土地理院基本測量成果

大15. 4. 1 15.88  斎津、沖州村合併 平 5. 5.18 191.11  東沖州1・2丁目埋立

昭 3.10. 1 19.31  川内村向別宮、金沢合併 　 6.12.20 191.23  津田海岸町埋立

　12. 4. 1 41.72  加茂名町、八万村合併 　15. 7.25 191.37  川内町旭野埋立

　12.10. 1 47.53  加茂町合併 　16. 4. 9 191.39  東沖州2丁目埋立

　26. 4. 1 101.69  勝占村、多家良村合併 　19.12.25 191.57  東沖州1・2丁目埋立

　30. 1. 1 119.87  新居町、入田村合併 　20. 6.26 191.58  東沖州1丁目埋立

　30. 2.11 139.90  上八万村合併 　20.12.22 191.62  東沖州1丁目埋立

　30. 3.31 159.11  川内村合併 　24. 3.30 191.68  東沖州2丁目埋立

　41.10. 1 168.17  応神村合併 　24.12.28 191.69  東沖州2丁目埋立

　42. 1. 1 187.44  国府町合併 　26.10. 1 191.25  国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」

　46.12.末 187.75  津田海岸町埋立 　27. 3.19 191.27  東沖州1丁目埋立

　48.10. 1 188.04  津田海岸町埋立 　27.10. 6 191.29  東沖州2丁目埋立

　49.10. 1 188.05  津田海岸町埋立 　27.12.28 191.39  津田海岸町埋立

　50.10. 1 188.14  津田海岸町埋立 　28.10. 1 191.39  国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」

　51.10. 1 188.15  津田海岸町埋立 　29.10. 1 191.39  東沖州2丁目埋立

　58. 2.28 188.14  徳島市と石井町の一部を交換
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高齢夫婦世帯数（高齢夫婦のみ） 高齢者単身世帯数（65歳以上の者1人）

 人口 ２
（１）人口・世帯数の推移 

 ① 人口の推移 

本市の人口は、1995 年（平成 7 年）の 268,706 人をピークに徐々に減少しており、2015 年

（平成 27 年）には 258,554 人となっています。 

また、国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）の人口推計によると、2040 年

には、人口は 215,625人に減少し、高齢化率も約 37％になると予測されています。 

 

■人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査、社人研 

 

 ② 世帯数の推移 

本市の世帯数は、1990年（平成 2 年）には 91,700 世帯でしたが、2015 年（平成 27年）に

は 115,015 世帯となっています。一世帯当たりの人員については、1990 年（平成 2年）に 2.87

人/世帯でしたが、2015 年（平成 27 年）は 2.25 人/世帯となっています。 

また、高齢者世帯は、1990年（平成 2 年）には 8,211 世帯でしたが、2015年（平成 27 年）

には 25,867世帯となっています。 

 

■世帯数・一世帯当たりの人員の推移         ■高齢者世帯の世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査 
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（２）人口分布 

 ① 総人口 

2015 年（平成 27 年）と 2040 年の人口増減量をみると、一部で増加しているエリアがあるも

のの、市内全域で人口が減少しています。 

また、2015 年（平成 27 年）と 2040 年の人口密度をみると、市内全域で低くなっているもの

の、市街化区域においては、2040年においても人口集中地区（DID）の基準である 40 人/ha以上

を維持している場所が多くなっています。 

 

■人口増減量 

2040 年－2015 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■人口密度の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例 

 

    鉄道・駅 

    主な道路 

    都市計画区域 

    市街化区域 

    -500人未満 

    -500以上-250人未満 

    -250人以上 

    0人 

    50人未満 

    +50以上100人未満 

    +100人以上 

凡例 

    鉄道・駅 

    主な道路 

    都市計画区域 

    市街化区域 

    0 人 

    20 人/ha 未満 

    20～40 人/ha 

    40～60 人/ha 

    60～80 人/ha 

    80 人/ha 以上 

2015 年 

2040 年 

出典：2015 年は国勢調査、2040 年は社人研の推計方法に準じて推計 
※500m メッシュ 

※500m メッシュ 
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 ② 年少人口 

2015 年（平成 27 年）と 2040 年の年少（15 歳未満）人口の増減量をみると、一部増加して

いるエリアがあるものの、市街化区域を中心に減少しています。 

 

■年少人口の増減量 

2040 年－2015 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年少人口の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

凡例 

 

    鉄道・駅 

    主な道路 

    都市計画区域 

    市街化区域 

    0 人 

    50 人未満 

    50～100 人 

    100～150 人 

    150～200 人 

    200 人以上 

凡例 

 

    鉄道・駅 

    主な道路 

    都市計画区域 

    市街化区域 

    -100人未満 

    -100以上-50人未満 

    -50人以上 

    0人 

    10人未満 

    +10以上20人未満 

    +20人以上 

2015 年 

2040 年 

出典：2015 年は国勢調査、2040 年は社人研の推計方法に準じて推計 ※500m メッシュ 

※500m メッシュ 
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 ③ 生産年齢人口 

2015年（平成 27 年）と 2040 年の生産年齢（15 歳以上 65 歳未満）人口の増減量をみると、

市街化区域を中心に減少しています。 

 

■生産年齢人口の増減量 

2040 年－2015 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■生産年齢人口の比較 

 

 

 

 

  

凡例 

 

    鉄道・駅 

    主な道路 

    都市計画区域 

    市街化区域 

    -400人未満 

    -400以上-200人未満 

    -200人以上 

    0人 

    50人未満 

    +50以上100人未満 

    +100人以上 

凡例 

 

    鉄道・駅 

    主な道路 

    都市計画区域 

    市街化区域 

    0 人 

    100 人未満 

    100～250 人 

    250～500 人 

    500～1,000 人 

    1,000 人以上 

2015 年 

2040 年 

出典：2015 年は国勢調査、2040 年は社人研の推計方法に準じて推計 

※500m メッシュ 

※500m メッシュ 
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 ④ 高齢者人口 

2015 年（平成 27 年）と 2040 年の高齢者（65 歳以上）人口の増減量をみると、市街化

区域を中心に、市内全域で増加しています。 

 

■高齢者人口の増減量 

2040 年－2015 年 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■高齢者人口の比較 

 

 

 

 

  

凡例 

 

    鉄道・駅 

    主な道路 

    都市計画区域 

    市街化区域 

    0 人 

    50 人未満 

    50～100 人 

    100～250 人 

    250～500 人 

    500 人以上 

凡例 

 

    鉄道・駅 

    主な道路 

    都市計画区域 

    市街化区域 

    -100人未満 

    -100以上-50人未満 

    -50人以上 

    0人 

    50人未満 

    +50以上150人未満 

    +150人以上 

2015 年 

2040 年 

出典：2015 年は国勢調査、2040 年は社人研の推計方法に準じて推計 
※500m メッシュ 

※500m メッシュ 
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44,758
48,063 48,589 48,955

45,720 44,505

14,227 16,331 17,791 19,921 20,415 22,698

30,531
31,732 30,798

29,034

25,305

21,807

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

1990

(平成2)

1995

(平成7)

2000

(平成12)

2005

(平成17)

2010

(平成22)

2015

(平成27)

流入－流出（人）流入・流出（人）

流入 流出 流入－流出

 

（３）人口流動 

 ① 流入・流出人口の推移 

通勤・通学などによる本市への流入人口が流出人口を上回る流入超過が続いていますが、その差は、

1990 年（平成 2 年）には 30,531 人でしたが、2015 年（平成 27 年）には 21,807 人となっ

ています。 

 

■人口流出入の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査 

 

 ② 通勤・通学流動 

2015年（平成 27 年）の通勤・通学流動についてみると、流出は阿南市が最も多く 3,599人、

次いで小松島市 3,084 人、鳴門市 2,914 人となっています。流入は鳴門市が最も多く 5,504 人、

次いで藍住町 5,445人、小松島市 5,399人となっています。 

 

■通勤・通学流動 2015 年（平成 27 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※流入もしくは流出が 1,000 人以上の市町との流動について図示 

出典：国勢調査 

 

 

 

徳島市に通勤・通学する人の常住地 徳島市に常住する人の通勤・通学地 
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（４）自然動態 

自然増減数の推移をみると、2004 年（平成 16 年）までは、出生数が死亡数を上回っていましたが、

2005 年（平成 17 年）以降は、死亡数が出生数を上回っています。 

 

■自然増減数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：徳島市統計年報 

 

 

（５）社会動態 

 ① 社会増減数の推移 

社会増減数の推移をみると、1988 年（昭和 63 年）から 2014 年（平成 26 年）にかけて概ね

社会減（転出超過）の傾向でしたが、2015 年（平成 27年）以降は、転入数が転出数を上回ってい

ます。 

 

■社会増減数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：徳島市統計年報 
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 ② 年齢別の転出入の推移 

2017年（平成 29 年）の年齢別の転入・転出の状況をみると、20～34歳において、転入・転

出数が多くなっています。 

 

 

■年齢別転入・転出数（2017 年（平成 29 年）1～12 月計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：徳島県人口移動調査年報 

 

 ③ 転出入の状況 

2017年（平成 29年）における転入及び転出の状況をみると、転入、転出ともに徳島県内が一番

多く、次いで近畿、四国（徳島県以外）となっています。 

 

■徳島市への転入の状況             ■徳島市からの転出の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：徳島県人口移動調査年報 
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 土地利用 ３
（１）土地利用状況 

土地利用別面積の構成比をみると、住宅地の割合が、住居系用途地域の他、近隣商業地域、商業地域、

準工業地域でも高くなっています。また、商業地の割合は、商業系用途地域の他、第二種住居地域、準

住居地域でも高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■土地利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：H25 都市計画基礎調査 
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8 

2 

6 

3 

4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域
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市全体

田 畑 山林 水面 その他自然地

住宅地 商業地 工業地 公共公益用地 道路用地

交通施設用地 公共空地 その他空地

■土地利用別面積の構成比 

凡例 

 

    鉄道・駅 

    主な道路 

    都市計画区域 

    市街化区域 

   田 

   畑 

   山林 

   水面 

   その他自然地 

   住宅地 

   商業地 

   工業地 

   公共公益用地 

   道路用地 

   交通施設用地 

   公共空地 

   その他空地 
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（２）用途地域 

2018年（平成 30年）の用途地域の指定状況をみると、第一種住居地域が最も多く 42.2％となっ

ています。 

また、徳島駅を中心として、蔵本駅から二軒屋駅にかけて、商業地域が広がっています。 

 

■用途地域の指定状況 

用途地域種別 
面積 

（約 ha） 

構成比 

（％） 

建ぺい率 

（限度） 

容積率 

（限度） 

第一種低層住居専用地域 148 3.8  

60 

100 
第二種低層住居専用地域 7.5 0.2  

第一種中高層住居専用地域 497 12.7  
200 

第二種中高層住居専用地域 178 4.5  

第一種住居地域 1,654 42.2  
200/300 

第二種住居地域 59 1.5  

準住居地域 19 0.5  200 

近隣商業地域 180 4.6  
80 

200/300 

商業地域 333 8.5  400/600 

準工業地域 462 11.8  

60 200 工業地域 173 4.4  

工業専用地域 207 5.3  

合計 3,918 100.0  － － 

 

 

■用途地域の指定状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

凡例 

 

    鉄道・駅 

    主な道路 

    都市計画区域 

    市街化区域 

   第一種低層住居専用地域 
   第二種低層住居専用地域 
   第一種中高層住居専用地域 
   第二種中高層住居専用地域 
   第一種住居地域 
   第二種住居地域 
   準住居地域 
   近隣商業地域 
   商業地域 
   準工業地域 
   工業地域 
   工業専用地域 
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（３）空き家 

2016年度（平成２８年度）に実施した空き家の実態調査では、本市の空き家の数は 3,563 件で、

空き家の割合は 2.4％となっていますが、人口減少が進めば、空き家の割合もさらに上昇する恐れがあ

ります。 

 

■地区別の空き家件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地区別の割合 

出典：徳島市空家等対策計画 

出典：徳島市空家等対策計画 
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DID人口密度

（人／ha）
DID面積（ha）

DID面積（ha） DID人口密度

 

（４）人口集中地区（DID） 

人口集中地区（DID）の面積は、1970年（昭和 45 年）に 1,890haであったものが、2015 年（平

成 27 年）には約 2 倍に拡大していますが、人口密度は 1970 年（昭和 45 年）に 74.8 人/ha であ

ったものが、2015年（平成 27年）には 48.3人/haに低下しています。 

 

■人口集中地区（DID）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査 

 

 

■人口集中地区（DID）の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省「国土数値情報 DID 人口集中地区」  

凡例 

 

    鉄道・駅 

    主な道路 

    都市計画区域 

    市街化区域 

    昭和 45 年 DID 

    昭和 55 年 DID 

    平成 2 年 DID 

    平成 12 年 DID 

    平成 22 年 DID 

平成 27 年 DID 
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2012

（平成24）

2013

（平成25）

2014

（平成26）

2015

（平成27）

2016

（平成28）

（人）

市内10駅の1日平均乗車人員総数 徳島市営バスと市バス（移行路線）の一日平均輸送人員総数

 都市交通 ４
（１）公共交通 

鉄道や路線バスは、徳島駅を中心として市内各地や周辺都市の間を運行しています。 

 

■公共交通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）公共交通の利用状況 

 ① 鉄道・バスの利用者数の推移 

鉄道の利用者数の推移をみると、市内10駅の1日平均乗車人員総数は横ばいで、推移しています。

徳島市営バスと市バス（移行路線）の 1 日平均輸送人員総数は 2004 年（平成 16 年）以降、減少

しています。 

 

■鉄道・バスの利用者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：徳島市統計年報 

凡例 

     鉄道・駅 

    バス路線・バス停 

    フェリーターミナル 

    主な道路 

    都市計画区域 

    市街化区域 
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 ② バス停別運行本数 

バス停別の運行本数（片道）をみると、市街化区域内では概ね 30本／日以上のサービス水準を有

するバス停が多くなっています。 

 

■バス停別の運行本数（片道）の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※平日の運行本数の上下線平均値           

  

凡例 

 

    鉄道・駅 

    バス路線・バス停 

    主な道路 

    都市計画区域 

    市街化区域 

    100 本／日以上 
    50～100 本／日 
    30～50 本／日 
    20～30 本／日 
    10～20 本／日 
    10 本／日未満 



20 

77.0% 76.8%
73.4%

70.6% 69.6%
72.9%

52.0% 53.4% 53.5% 53.8%
56.5%

60.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

1990

(平成2)

1995

(平成7)

2000

(平成12)

2005

(平成17)

2010

(平成22)

2015
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男性 女性

 経済活動と地価 ５
（１）就業人口・就業率 

 ① 産業別就業人口の推移 

2015 年（平成 27 年）の産業別の就業人口をみると、全就業人口に占める割合は、第 3 次

産業人口が最も高く 76.3％、第 2 次産業人口が 20.0％、第 1 次産業人口が 3.6％となってい

ます。 

 

■産業別就業人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査 

 

 ② 男女別就業率の推移 

生産年齢（15 歳以上 65 歳未満）人口のうち、男女別の就業率をみると、女性の就業率が上昇し

ています。 

 

■男女別就業率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査 
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（２）共働き世帯等 

夫婦のいる就業世帯に占める共働き世帯の割合は、全国平均を上回って増加しています。 

 

 

■夫婦のいる就業世帯に占める共働き世帯の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査 

 

（３）地価 

公示地価（平均）の推移をみると、下落傾向が続いているものの、2015年（平成 27 年）以降は下

げ幅が縮小しています。 

 

■公示地価（平均）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：地価公示資料（国土交通省） 

  



22 

71.34

70

70.5

71

71.5

72

72.5

73

73.5

山
梨
埼
玉
愛
知
岐
阜
石
川
静
岡
山
形
富
山
茨
城
新
潟
福
井
宮
城
千
葉
香
川
鹿
児
島

神
奈
川

滋
賀
山
口
栃
木
長
野
兵
庫
群
馬
宮
崎
東
京
沖
縄
広
島
北
海
道

岩
手
京
都
長
崎
三
重
島
根
鳥
取
青
森
佐
賀
福
島
岡
山
大
分
大
阪
福
岡
奈
良
高
知
和
歌
山

徳
島
愛
媛
秋
田
熊
本

（歳）

17.4 17.5

15.8

17.7

16.6

18.0

19.5

14.2

18.6
18.9

18.0

17.3

18.5

17.5

14.9 14.9

14.2

19.8

9.8 9.6
10.0 10.2 10.0

10.8 10.8
11.1

11.5
11.1

11.4 11.6 11.5
11.0 10.9

10.6 10.8
11.2

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

2000

(平成12)

2001

(平成13)

2002

(平成14)

2003

(平成15)

2004

(平成16)

2005

(平成17)

2006

(平成18)

2007

(平成19)

2008

(平成20)

2009

(平成21)

2010

(平成22)

2011

(平成23)

2012

(平成24)

2013

(平成25)

2014

(平成26)

2015

(平成27)

2016

(平成28)

2017

(平成29)

徳島県 全国

 健康 ６
（１）健康寿命 

2016年（平成 28年）の徳島県男性の健康寿命（人の寿命において、健康上の問題で日常生活が制

限されることなく生活できる期間）は 71.34歳で、全国ワースト 3 位となっています。 

女性の健康寿命も、74.04 歳と全国平均を下回っており、全国ワースト 5位となっています。 

 

■都道府県別の健康寿命（男性） 2016 年（平成 28 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■都道府県別の健康寿命（女性） 2016 年（平成 28 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※熊本地震による影響のため、熊本県については未調査。 

出典：厚生労働省 第 11 回健康日本２１（第二次）推進専門委員会 様式２ 健康寿命の延伸・健康格差の縮小 

 

（２）糖尿病粗死亡率 

徳島県では、2008 年（平成 20年）から 2013年（平成 25 年）にかけて、糖尿病粗死亡率が「全

国ワースト 1 位」となり、2014年（平成 26 年）以降はワースト 1 位を脱却していましたが、2017

年（平成 29年）に再び「全国ワースト 1 位」となりました。 

 

■糖尿病粗死亡率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：徳島県 
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 財政 ７
（１）歳入 

2006 年度（平成 18 年度）と 2016 年度（平成 28 年度）を比較すると、本市の一般会計におけ

る歳入総額は 102 億円増加していますが、歳入の内訳をみると、国県支出金などの依存財源の割合が

増加し、市税の割合は減少しています。 

 

■歳入の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：徳島市統計年報 

（２）歳出 

2006 年度（平成 18 年度）と 2016 年度（平成 28 年度）を比較すると、本市の一般会計におけ

る歳出総額は 101億円増加しています。 

歳出の内訳をみると、公債費は減少していますが、民生費が大幅に増加（148 億円増）しています。 

 

■歳出の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：徳島市統計年報 
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（３）税収の傾向 

市税の推移について、2006 年度（平成 18 年度）と 2016 年度（平成 28 年度）を比較すると、

固定資産税と都市計画税の占める割合が低下しています。 

 

■市税の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：徳島市統計年報 

 

（４）公共施設等の状況 

2016年（平成 28年）現在、本市の公共施設等をみると、築 30 年以上経過した施設が延床面積に

して約 57.5 万㎡存在しています。（すべての公共施設等の延床面積に占める割合が 61.6％） 

 

■公共施設等（築 30 年以上）の状況 2016 年（平成 28 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：徳島市公共施設等総合管理計画 
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 災害 ８
（１）土砂災害 

がけ崩れ、土石流、地すべりなど、土砂災害の恐れのある区域を図示しています。市街化区域におい

ては、主に眉山の山裾などに分布しています。 

 

■土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域（平成 27年度末現在） 

土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域（平成 28 年度末現在） 

凡例 

 

    鉄道・駅 

    主な道路 

    都市計画区域 

    市街化区域 

   土砂災害警戒区域 

   土砂災害特別警戒区域 

   地すべり防止区域 

   急傾斜地崩壊危険区域 
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（２）水害 

 ① 洪水浸水想定区域 

河川のはん濫により、浸水が想定される区域とその深さを図示しています。区域指定の前提となる

各河川流域の降雨量は、吉野川（48 時間 765mm）、鮎喰川（24時間 742mm）、飯尾川（24時

間 285mm）、勝浦川（24 時間 1,115mm）、園瀬川（6 時間 592mm）となっています。 

 

■洪水浸水想定区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例 

 

    鉄道・駅 

    主な道路 

    都市計画区域 

    市街化区域 

    0～0.5m 未満 

    0.5～1.0m 

    1.0～2.0m 

    2.0～5.0m 

    5.0m 以上 
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 ② 家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流） 

吉野川、園瀬川及び勝浦川流域において、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区

域を図示しています。区域指定の前提となる各河川流域の降雨量は、洪水浸水想定区域と同様です。 

 

■家屋倒壊氾濫想定区域（氾濫流） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

凡例 

 

    鉄道・駅 

    主な道路 

    都市計画区域 

    市街化区域 

    家屋倒壊等氾濫想定区域 

    （氾濫流） 
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 ③ 津波浸水想定区域 

2012年（平成 24 年）8 月に国が公表した「南海トラフ巨大地震」の震源モデルをもとに、徳島

県が同年 10月に最新の地形データを加え公表した最大クラスのレベル 2地震・津波が発生した場合

に、津波による浸水が想定される区域とその深さを図示しています。 

 

■津波浸水想定区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

凡例 

 

    鉄道・駅 

    主な道路 

    都市計画区域 

    市街化区域 

    0.01～0.3m 

    0.3～1.0m 

    1.0～2.0m 

    2.0～5.0m 

    5.0m 以上 
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 市民意識 ９
（１）女性の働きやすさについて 

2014年度（平成 26年度）に実施した市民意識調査において、子育て時期に一度仕事をやめてパー

トタイムで復帰する女性が多く、「あまり働きやすいとはいえない」と感じている女性が多くなってい

ます。 

 

■女性の働き方の現実             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■女性の働きやすさについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：徳島市 平成 26 年度「男女共同参画に関する市民意識調査」 

 

 

 

 

 

Ｓ 
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【徳島駅周辺】 
 
 
 
 
 
【人口】 
 
 
 
 
【交通】 
 
 
 
 
【医療・健康】 
 
 
 
 
 
 
【就業・生活】 
 
 
 
  
【災害】 
 
 
 
 

 

 

 本市の課題 １０
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■鉄道、バス、タクシーなど、多様な交通機関の連携に

よる交通網の形成 

・県の拠点都市にふさわしい都市機能の集積 

・滞留や交流が生まれる公共空間の創出 

・中心部への若い世代の居住促進 

・持続可能なまちづくりを支える地域コミュニティ

の充実 

・鉄道、路線バスなど、多様な公共交通の連携 

現  状 

・食料品や日用品を販売する店舗の立地が少ない 
・空き地や空き家が増加し、にぎわいが低下 

・中心部において高齢者人口の割合が高い 
・高齢者の単独世帯が増加傾向 

・健康寿命ランキングが全国ワースト３位 
（Ｈ２８徳島県 男性） 

・糖尿病粗死亡率が全国ワースト１位 
（Ｈ２９徳島県） 

・共働き世帯の増加 
・女性が働きやすいと感じる市民の割合が低い 

・震度６弱以上の地震発生確率が７３％ 
（３０年以内） 

・市街化区域の大部分が津波浸水想定区域に該当 

課  題 

・運動しやすいライフスタイルの提案 

・徒歩や自転車で生活できる環境づくり 

・路線バスの利用者数が減少 

・妊娠から学童期まで切れ目のない子育て支援 

・多様な保育ニーズに対応した子育てと仕事を

両立できる環境づくり 

・多世代共助による避難体制の構築など、地域

防災力の強化 

バスの便数が減り、交通弱者が 
買い物などに行くのが不便 

若者の減少により、 
地域コミュニティの担い手が不足 

空き地・空き家が増えて 
居住環境や治安の悪化などが懸念 

日用品店などが閉店し 
生活が不便 

解決すべき課題 

このまま人口減少や 

高齢化が進んだ場合 
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第４章 立地適正化に関する基本的な方針 
 

 まちづくりの理念 １

 本計画では、本市の課題や上位計画である徳島市まちづくり総合ビジョンに掲げる目指すまちの姿を

踏まえ、まちづくりの理念を以下のとおり定めます。 

 

 

■まちづくりの理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中心部と周辺地域が利便性の高い公共交通でつながり、それぞれの地域において、

充実した医療、福祉、商業などの生活サービスを享受できる、誰もが安心して暮らせ

る集約型都市構造の構築を目指します。 

３ 立地適正化に関する基本的な方針 

活力ある笑顔がおどる 

「育・職・住」 

近接の安心まちづくり 
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 まちづくりの方針 ２
（１）まちづくりの方針 

 まちづくりの理念の実現に向けて、まちづくりの方針を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
日常的に利用する施設や居住の誘導、公共交通の利便性の向上を図る

ことで、自動車に過度に頼らず、歩いて生活できる都市構造の構築を目

指します。 

また、気軽に運動に取り組める環境や高齢者が活躍できる場などを整 

備することで、誰もが生涯を通じて元気に活躍できるまちを目指します。 

方針② 市民が生涯を通じ、元気に活躍できるまちづくり 

教育・保育環境の充実を図り、働きながら子育てしやすい環境の整備

を目指します。 

また、南海トラフ地震等の大規模自然災害に備え、誰もが安心して暮

らすことができる災害に強いまちを目指します。 

方針③ 子育て世代が働きながら、安心して子育てできるまちづくり 

まちづくりの方針 

 県の拠点都市に相応しい都市機能などの維持・誘導、駅前広場や公共

空間の整備の推進、公共交通結節点機能の強化などにより、まちのにぎ

わいを創出し、交流人口や定住人口の増加を目指します。 

方針① 
県の拠点都市に相応しい都市機能を集積し、人の交流（にぎわい）を創

出するまちづくり 
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（２）目指すまちのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

方針① 県の拠点都市に相応しい都市機能を集積し、人の交流（にぎわい）を創出するまちづくり 

空き店舗が多く 
人通りも少ない… 

行きたいお店がなく 
さびれたイメージ… 

おしゃれな店が増え、まちに活気
が感じられる♪ 

イベントが多く開催され、休日は
人通りが多く、にぎやかで外出し
たくなる♪ 

【現状】 中心部には空き店舗が多く、さびれた雰囲気である。目的となる施設もあまりないので、

ほとんど行くことがない。 

徳島駅周辺は歩道橋が多く、子どもを連れて歩きにくい。スーパーマーケットの立地が

少なく、生活するには少し不便である。 

 

【変化】 中心部ではコンサートやイベントなどが開催されており、いつもにぎわっている。おし

ゃれな店が増え、歩いて楽しいので中心部によく行くようになった。 

歩道の拡幅やモール化が進み、歩きやすいまちになった。日常生活に必要な店も増えて、

まちなかに住む人が増えてきた。 

計画の推進により… 
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【現状】 車で通勤しているが、朝夕は渋滞がひどいので通勤に時間がかかってしまう。歩くこと

も少ないので運動不足気味である。 

どこへ行くにも車移動だが、将来、車を運転できなくなることを考えると不安である。 

方針② 市民が生涯を通じ、元気に活躍できるまちづくり 

 

【変化】 通勤手段を自動車から鉄道に変えたところ通勤時間が短くなり、趣味や育児に時間を使

えるようになった。 

また、運動不足を解消するために、仕事帰りに駅前のフィットネスジムに通うようにな

った。 

老後のことも 
考えないと… 

健康診断の結果も 
良くなかった… 

公共交通で通勤もスムーズ♪ 
歩くことが増えて健康的な生活♪ 

仕事帰りに便利な駅前で趣味や運
動など、有意義に時間を使える♪ 

計画の推進により… 
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方針③ 子育て世代が働きながら、安心して子育てできるまちづくり 

 

歩きにくくて、車にヒヤヒヤしな
がら子どもの送り迎え… 

【現状】 自宅から保育所までの道路は、車の通行量が多く歩道が狭いため、危険でベビーカーな

どを使って子どもを保育所に連れて行けない。 

計画の推進により… 

自宅の近くに子育て施設などが充
実しており、子育てしやすい♪ 

歩道が広くなり子どもと
一緒に安心して歩くこと
ができる♪ 

【変化】 認定こども園など、子育てに便利な施設が自宅の近くにできて便利になった。 

歩道も広くなり、近所の公園までベビーカーや自転車で子どもと一緒に遊びに行けるよ

うになった。また、子どもを通じて、ご近所の知り合いが多く増えた。 
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 目指すべき都市の骨格構造 ３
（１）拠点の設定方法 

 ① 拠点の基本的な考え方 

集約型都市構造を形成するためには、市民が利便性の高い公共交通により生活サービス施設を利用

できるなど、日常生活に必要なサービス機能が身近に存在するまちづくりを推進していくことが必要

です。 

このため、鉄道駅に近い業務・商業などが集積するエリア、都市機能が一定程度充実し、公共交通

の利便性が高いエリアなどに拠点を設定します。 

 

 ② 徳島市都市計画マスタープラン 

徳島市都市計画マスタープランにおいては、特に市街地として歴史があり、都心の活力の向上や都

市機能を補完することができる商業地域を中心とする「まちなかゾーン」が定められており、「既存

の都市基盤や多様な生活支援機能の集積を活かし、まちなか居住を促進するなど、歩いて暮らせる便

利な市街地の形成を推進する。」とされています。 

 

■都市構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：徳島市都市計画マスタープラン 
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 ③ 拠点の設定 

居住誘導区域や都市機能誘導区域の検討に先立ち、都市全体の観点から、目指すべきまちづくりの

方針を見据えながら、道路網などの都市施設、人口の集積状況、主要な公共交通路線、都市機能施設、

公共施設の配置等をもとに、中心拠点と地域拠点を次のとおり設定します。 

 

■各拠点地区と設定方針 

拠 点 設定方針 

中心拠点 
日常生活に必要な機能だけでなく、人の交流（にぎわい）を創出する高次な都

市機能の集積を図ります。 

 

①徳島駅 

阿波富田駅 

佐古駅 

二軒屋駅 

県の拠点都市に相応しい都市機能の集積やまちなか居住の促進など、人の交流

（にぎわい）の創出を目的として、徳島市都市計画マスタープランに位置付けら

れている「まちなかゾーン」を基本に中心拠点を設定します。 

【求められる機能】 

・県の拠点都市に相応しい高次都市機能 

・地域の実情に応じた日常生活に必要な機能 など 

地域拠点 
中心拠点を補完する拠点として、地域の日常生活を支えるサービス機能の集積

を図ります。 

 

②蔵本駅 

③府中駅 

地域の日常生活を支えるサービス機能の維持や誘導を目的とし、将来にわたり

基幹的な公共交通軸としての役割を果たす鉄道駅周辺に地域拠点を設定します。 

【求められる機能】 

・地域の実情に応じた日常生活に必要な機能 

・拠点化を図るために必要な都市機能 など 

 

④安宅・沖洲 

⑤津田 

新たな都市機能を整備するため、公有地の利活用が見込める場所や広域幹線道

路の整備予定地の周辺部に地域拠点を設定します。 

【求められる機能】 

・地域の実情に応じた日常生活に必要な機能 

・交通結節点機能の強化に必要な都市機能 など 

 

⑥応神 

次の世代の人材を育成するとともに、様々な人々との交流機能を持つ大学を本

市の貴重な地域資源として維持するため、市内に存在する大学周辺に地域拠点を

設定します。 

【求められる機能】 

・地域の実情に応じた日常生活に必要な機能 

・大学を中心とした次世代育成の推進に資する機能 など 
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（２）目指すべき都市の骨格構造 

本計画では、高次都市機能が集積した中心拠点と、身近な地域拠点が、鉄道や路線バスなどの利便性

の高い公共交通により効率的に結ばれた、集約型都市構造を目指します。 

 

■目指すべき都市の骨格構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目指すべき都市の骨格構造のイメージ図】 

 

鉄道駅周辺や今後、施設の集積を図ることが望まし
いエリアに設定し、生活サービス施設の維持・充実を
図り、地域の暮らしを支える拠点を形成します。 

都市機能の集

積、魅力ある空

間形成、まちな

か居住の促進な

どによりにぎわ

いを創出し、「歩

いて暮らせる、

歩いて楽しめ

る」中心拠点を

形成します。 

③府中駅 

⑥応神 

②蔵本駅 

④安宅・沖洲 

⑤津田 

①中心拠点 

高 
  徳 

     線 

徳島線 

牟 
    岐 

        線 

四 縦 国   

四  国 横 断 道 

徳島環状道路 

公共交通 
ネットワーク 

凡 例 

中心拠点 

地域拠点 

広域連携軸（鉄道） 

広域環状道路 

四国横断・縦貫道 IC 

路線バス 

貫
く   
道   

中心拠点 

地域拠点 
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第５章 居住促進区域 
 

 居住促進区域の設定 １
（１）居住促進区域の設定の基本的な考え方 

居住誘導区域は、都市計画運用指針において、「人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口

密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導する

区域」と定義されています。また、同指針においては、「居住誘導区域に含めないとされている区域」、

「原則として含まないとされている区域」、「総合的に区域に含めるかどうかを判断すべき区域」なども

示されています。 

本計画では、将来人口密度の状況に加えて、既存ストックの集積状況、都市機能誘導区域へアクセス

しやすいエリア、災害危険区域等の指定状況などを総合的に勘案し、居住誘導区域を設定します。 

なお、地域住民からの意見を踏まえ、都市再生特別措置法における居住誘導区域の名称を「居住促進

区域」と表記します。 

 

■居住促進区域の望ましい区域像 

ⅰ）生活利便性が確保され

る区域 

都市機能誘導区域となるべき中心拠点、地域／生活拠点の中心部に徒

歩、自転車、端末交通などを介して容易にアクセスすることのできる区

域及び公共交通軸に存する駅、バス停の徒歩、自転車利用圏に存する区

域から構成される区域 

ⅱ）生活サービス機能の持

続的確保が可能な面積範

囲内の区域 

社人研の将来推計人口などをベースに、区域外から区域内に現実的に

誘導可能な人口を勘案しつつ、区域内において、少なくとも現状におけ

る人口密度を維持することを基本に、医療、福祉、商業などの日常生活

サービス機能の持続的な確保が可能な人口密度水準が確保される面積範

囲内の区域 

ⅲ）災害に対する安全性な

どが確保される区域 

土砂災害、津波災害、浸水被害などにより甚大な被害を受ける危険性

が少ない区域であって、土地利用の実態などに照らし、工業系用途、都

市農地、深刻な空き家・空き地化が進行している郊外地域などには該当

しない区域 

出典：立地適正化計画作成の手引き（2018 年 4 月国土交通省） 

 

■居住促進区域の設定が考えられる地域 

 

  
① 都市再生特別措置法第 81 条の規定により居住誘導区域として定めないものとされている区域以

外であること 

② 市街化区域又は用途地域が指定されていること 

③ 都市計画などの土地利用方針（用途地域など）と整合すること 

④ 一定の人口密度（40人/ha 程度）が見込めること 

⑤ 公共交通、自転車、徒歩などにより、都市機能誘導区域へ容易にアクセスできる区域であること 

４ 居住促進区域 



40 

 

（２）居住促進区域の設定の流れ 

居住促進区域は、各拠点の中心からの距離、公共交通の利用圏、洪水・津波リスクなどを総合的に勘

案して設定します。 

区域線は、道路・河川などの地形地物、災害危険区域等で設定し、効果的に居住の誘導を図るため区

域の連続性に留意しながら設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市街化区域内（3,918ha） 
原則 

各拠点の中心から半径 1km 
視点 1 

中心拠点につながる主要な公共交通の利用圏 

 

 

 

視点 2 

洪水・津波リスクの低い区域 

視点 3 

自然災害の危険性が高い区域 

 

 

 

居住の促進に適切でない地域・地区 

除外する区域 

津波浸水想定区域外、洪水浸水想定区域外 

土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域 

工業専用地域、工業地域、臨港地区 

居住促進区域 

・片道 30 本／日以上のサービス水準を有するバス停から半径 300ｍ、鉄道駅から半径 700m 

・循環バス路線（中央循環線・東部循環線・南部循環線）のバス停から半径 300m 

・広域バス路線のうち、片道 15本／日以上のサービス水準を有するバス停から半径 300m 
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（３）居住促進区域の設定の視点 

 

【視点①】各拠点の中心から半径 1ｋｍ  

 鉄道駅、主要幹線道路の交差点など、各拠点の中心から半径 1ｋｍの範囲を図示しています。 

・中心拠点：徳島駅、佐古駅、阿波富田駅、二軒屋駅の中心からそれぞれ半径 1ｋｍ 

・地域拠点：蔵本駅、府中駅の中心からそれぞれ半径 1ｋｍ 

安宅・沖洲（県道 29号と県道 38 号の交差点） 

津田（県道 120 号線 津田町交番前の交差点） 

応神（四国大学）の中心から半径 1ｋｍ 

※半径 1km は「地域包括ケアシステムの日常生活圏域」を想定（都市構造の評価に関するハンドブック） 

 

 

  

凡例 

 

    鉄道・駅 

    主な道路 

    都市計画区域 

    市街化区域 

 

   各拠点の中心から半径1km 
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【視点②】中心拠点につながる主要な公共交通の利用圏  

以下のいずれかに該当する区域を「中心拠点につながる主要な公共交通の利用圏」とします。 

・片道 30 本／日以上のサービス水準を有する路線バスのバス停から半径 300m、鉄道駅から半径

700m 

・循環バス路線（中央循環線・東部循環線・南部循環線）のバス停から半径 300m 

・広域バス路線のうち、片道 15本／日以上のサービス水準を有するバス停から半径 300ｍ 

 

 

 

  

凡例 

 

    循環バス路線 

（中央・東部・南部） 

    広域バス路線 

鉄道・駅 

    主な道路 

    都市計画区域 

    市街化区域 

 

   中心拠点につながる主要な 

   公共交通の利用圏 

    

   上記利用圏のうち市街化区域 

バス停 
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【視点③】洪水・津波リスクの低い区域  

 津波浸水想定区域の区域外、洪水浸水想定区域の区域外を「洪水・津波リスクの低い区域」とし、居

住促進区域の設定の視点に加えます。 

 

  

凡例 

 

    鉄道・駅 

    主な道路 

    都市計画区域 

    市街化区域 

   洪水・津波リスクの低い区域 

 

   津波浸水想定区域 

   洪水浸水想定区域 

   家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流） 
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■居住促進区域の設定で検討すべき区域  

 都市計画運用指針に基づき、居住促進区域の設定で検討すべき区域を以下のとおり整理します。 

なお、自然災害リスクにより居住促進区域から除外する区域については、届出制度を活用し、災害リ

スクの周知や防災・減災対策の推進に努めることとします。 

 また、本計画の策定後に、新たに災害危険区域等の指定があった場合には、適宜、居住促進区域の見

直しを検討するものとします。 

 

■居住促進区域の設定で検討すべき区域 

分類 対象区域 本市の方針 

法令の規定により

含まない 

市街化調整区域 ― 

農用地区域 ― 

森林法の規定により指定された保安林 ― 

原則として居住促

進区域に含まない 

土砂災害特別警戒区域 除 外 

地すべり防止区域 除 外 

急傾斜地崩壊危険区域 除 外 

警戒避難体制や防

災・減災施設の整

備状況などを総合

的に勘案し、居住

を誘導することが

適当でないと判断

される場合は原則

として含まない 

土砂災害警戒区域 

警戒避難体制は整っているが、

地震やゲリラ豪雨などによる突発

的な災害が発生した場合、事前の

避難が間に合わない可能性がある

と考えられるため、居住促進区域

から除外します。 

津波浸水想定区域 
警戒避難体制や緊急避難所の整

備を進めることにより、事前の避

難が可能であると考えられるた

め、居住促進区域から除外しませ

ん。 

津波災害警戒区域 

洪水浸水想定区域 

家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流） 

慎重に判断を行う

ことが望ましい 

工業専用地域 除 外 

工業地域 除 外 

臨港地区 除 外 
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■除外する区域  

自然災害の危険性の高い区域として土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、地すべり防止区域、

急傾斜地崩壊危険区域を、居住の促進に適切でない地域・地区として工業専用地域、工業地域、臨港地

区を図示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

凡例 

 

    鉄道・駅 

    主な道路 

    都市計画区域 

    市街化区域 

    土砂災害特別警戒区域 

    土砂災害警戒区域 

    地すべり防止区域 

    急傾斜地崩壊危険区域 

    工業専用地域 

    工業地域 

    臨港地区 



46 

 

（４）立地適正化計画における洪水浸水想定区域・津波浸水想定区域などの考え方 

本市は、眉山や吉野川など自然豊かな環境に恵まれている一方、平地部のほぼ全域が洪水浸水想定区

域や津波浸水想定区域などの災害リスクが高いエリアに指定されています。 

市街化区域においても大部分で津波や洪水による浸水が想定されていますが、これらの区域内には、

すでに都市基盤が整備され、一定規模の人口密度を有していることから、浸水想定区域全てを居住促進

区域から除外することは現実的ではありません。 

このため、居住促進区域の設定にあたり、本計画においては、人命を守るための避難を軸に、情報伝

達体制や避難路、避難場所を整備するとともに、地区別津波避難計画の作成支援、避難行動要支援者へ

の避難支援体制の構築など、ハード・ソフト両面にわたる防災・減災対策を推進することで、誰もが安

心して暮らすことができる災害に強いまちを目指すこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■避難路の確保(橋梁の耐震補強)           ■津波避難場所の整備（自動開錠かぎ保管庫） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地震・津波防災マップ               ■防災訓練 

 

 

 

 

 

 

 

■津波の被害想定など ～基本的な考え方～ （徳島市地域防災計画 津波対策編 抜粋） 

 中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」報告に

おいて、住民避難を柱とした総合的防災対策を構築する上で想定する「最大クラスの津波（Ｌ２）」

と防波堤などの構造物によって津波の内陸への浸入を防ぐ海岸保全施設などの建設を行う上で想

定する「比較的発生頻度の高い津波（Ｌ１）」の二つのレベルを想定する必要があるとされている。 

本市においては、最大クラスの津波（Ｌ２）に備え、人命を守るための避難を軸に、情報伝達体

制、避難場所、避難施設、避難路を整備するとともに、高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮

を要する者のうち、自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図る

ため特に支援を要する者（避難行動要支援者）の支援など、ソフト・ハード両面にわたる総合的な

防災対策を推進する。 
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津波避難シミュレーション  

本市は、市街化区域の大半が津波浸水想定区域に該当していますが、東日本大震災以前から指定緊急

避難場所の確保を最重要課題と位置付け、津波避難ビルなどの指定拡充に取り組んできた結果、平成 

３０年１０月現在で７２８箇所を確保し、津波浸水想定区域内の人口約 19 万人を大幅に上回る約３６

万人の収容が可能となっています。 

一方で、指定緊急避難場所までの距離が遠いエリアでは、津波避難場所の整備、津波避難ビルの指定

拡充、地区別の津波避難計画の策定などによる対策を進めています。 図9　シミュレーション図

 

（南海トラフ巨大地震に伴う徳島市津波避難計画 抜粋） 

【沖洲、津田の海岸沿い】 

津波避難ビルの指定拡充、地区別の

津波避難計画の策定 

【川内北部】 

高速道路法面の津波避難場所整備が完

了する予定（H３０年度中） 

【川内海岸沿い】 

高速道路法面の津波避難場所整

備が完了する予定（H31 年度中） 
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（５）居住促進区域 

居住促進区域を以下のとおり設定します。 

市街化区域の面積（3,918ha）に占める割合は約 76％（総面積：2,975ha）となります。 

 

■居住促進区域 

 

 

 

  

凡例 

 

    鉄道・駅 

    主な道路 

    都市計画区域 

    市街化区域 

    居住促進区域 
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 居住促進区域外の考え方 ２

居住促進区域外については、届出制度により宅地開発などを把握し、必要に応じて、居住調整地域や

跡地等管理区域の設定を検討します。 

市街化調整区域では、無秩序な開発を防止するとともに、地域の拠点や既存集落においては、将来に

おいて安心して住み続けられるよう、地域の実情に応じた移動手段などを（仮称）徳島市地域公共交通

網形成計画を策定する中で検討します。 

 

 

 

 

 

 

■用途別開発許可の状況（2006 年度（平成 18 年度）～2012 年度（平成 24 年度）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住促進区域外に設定することができる区域 

●居住調整地域 ：住宅地化を抑制するために定める区域（市街化調整区域には設定できない。） 

●跡地等管理区域：跡地などの適正な管理（雑草の繁茂などの防止）に関する指針を定めることが

できる区域 

凡例 
 

 
    住宅 

    商業 

    工業 

    その他 

    都市計画区域 

    市街化区域 
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第６章 都市機能誘導区域 
 

 都市機能誘導区域の設定 １
（１）都市機能誘導区域の設定の基本的な考え方 

都市機能誘導区域は、居住促進区域内において設定されるものであり、都市の居住者に対する生活サ

ービスの効率的な提供を図るため、医療、福祉、商業などの都市機能の誘導を図るべき区域です。 

例えば、都市全体を見渡し、鉄道駅に近い業務、商業などが集積する地域などのうち都市機能が一定

程度充実している区域、周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が高い区域など、都市の拠点とな

るべき区域を設定することが考えられます。 

本計画においては、中心拠点と地域拠点に都市機能誘導区域を設定することによって、都市機能の増

進や地域活力の向上を図ります。 

 

■都市機能誘導区域の望ましい区域像 

・各拠点地区の中心となる駅、バス停や公共施設から徒歩、自転車で容易に回遊することが可能で、

かつ、公共交通施設、都市機能施設、公共施設の配置、土地利用の実態などに照らし、地域として

の一体性を有している区域 

資料：立地適正化計画作成の手引き（2018 年 4 月国土交通省） 

 

■都市機能誘導区域の設定が考えられる地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 居住誘導区域内であること 

② 誘導施設が立地していること 

③ 一定の人口密度（40人/ha 程度）が見込めること 

④ 複数の都市機能が一定程度集積していること 

⑤ 公共交通ネットワークが充実していること 

５ 都市機能誘導区域 
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（２）都市機能誘導区域の設定の流れ 

都市機能誘導区域は、各拠点の中心からの距離、土地利用などを総合的に勘案して設定します。 

具体的な区域線は、道路・河川などの地形地物、用途地域の境界などを考慮して設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（参考）都市機能立地支援事業、都市再構築戦略事業の補助対象施設 

医療施設 特定機能病院、病院、診療所、薬局 など 

社会福祉施設 
高齢者、障害者、児童などを対象とした通所などを主目的とする福祉
施設、保育所 など 

教育文化施設 認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学 など 

子育て支援施設 乳幼児一時預かり施設、こども送迎センター など 

※他計画との整合性を確認 

  
・商業地域 

・近隣商業地域 

・準住居地域 

・第２種住居地域 

・第１種住居地域 

・第２種中高層住居専用地域 

・準工業地域 

中心都市機能誘導区域 

（参考） 

第２種中高層住居専用地域では、階数が２階以下で

延べ面積が 1,500 ㎡以下の物品販売店舗、オフィス

ビルなどが建築できます。 

用途地域による商業施設などの立地しやすさ 

視点 2 

拠点周辺において公共施設などの建替などが見込まれる区域 
視点 3 

地域都市機能誘導区域 

 

各拠点の中心からの距離 

視点 1 

地域拠点 中心拠点 

徳島駅から半径 1km 

佐古駅・阿波富田駅・二軒屋駅から半径 800m 
拠点の中心から半径 500m 
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（３）都市機能誘導区域の設定の基準 

 これまでの検討を踏まえ、都市機能誘導区域として、以下のとおり設定します。 

具体的な区域の線引きは、原則として、以下の考え方に基づき区域線を引くものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■都市機能誘導区域の圏域の設定 

区 域 区域設定の考え方 

中心都市機能 

誘導区域 

【徳島駅】 

大学、高等学校、小・中学校が立地する文教エリア、徳島駅と眉山を結ぶ都心

軸（シンボルゾーン）、市民病院などの高次都市機能の集積が高い地域が含まれる

1km 圏を基本として設定します。 

【佐古駅、阿波富田駅、二軒屋駅】 

地域住民のみならず、通勤・通学者、来街者などの幅広い世代を対象とした多

種多様な施設の誘導を図るため、一般的な徒歩圏 800m を基本として設定しま

す。 

地域都市機能 

誘導区域 

認定こども園などの子育て支援施設の充実に加えて、スーパーマーケット、地

域交流センターなどの幅広い世代が利用する施設の誘導を図るため、誰もが利用

しやすい圏域として、高齢者徒歩圏 500m を基本として設定します。 

 

 

  

・区域設定のための土地の境界は、原則として、道路、鉄道その他の施設、河川、海岸、崖その

他の地形、地物など土地の範囲を明示するのに適当なものにより定めます。（都市計画法施行令

第８条第３項準用） 

・道路については、①国道、②県道、③市道の順に優先度をもって定めるものとします。なお、

私道は、土地利用の変化等により変更、廃止される可能性があるため、区域線の基準に定めま

せん。 

・誘導施設の立地誘導が可能な用途地域を勘案します。 

・鉄道駅、既存施設の立地状況などを踏まえ、区域のつながりを勘案します。 

・効果的に都市機能の誘導を図るため、できるだけコンパクトに区域を設定する。 
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（４）都市機能誘導区域 

都市機能誘導区域を以下のとおり設定します。 

市街化区域の面積（3,918ha）に占める割合は約 26%（総面積：1,003ha）となります。 

 

■都市機能誘導区域の全体図 

 

  

凡例 

 

    鉄道・駅 

    主な道路 

    都市計画区域 

    市街化区域 

    中心都市機能誘導区域 

    地域都市機能誘導区域 

    居住促進区域 

居住促進

  中心都市機能誘導区域 １ 

 地域都市機能誘導区域 

２  蔵本駅 

３  府中駅 

４  安宅・沖州 

５  津田 

６  応神 

都市機能誘導区域 

居住促進区域 

４ 

５ 

６ １ 

２ 

３ 
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 誘導施設の設定 ２
（１）基本的な考え方 

誘導施設は、都市再生特別措置法により、「医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の

共同の福祉や利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するもの」と定められてい

ます。 

誘導施設は、まちづくりの方針、目指す都市の将来像、地域の特性、市民ニーズ及び当該施設の立地

状況などを総合的に勘案して設定することとします。 

また、誘導施設には、現状において立地数又は機能が不足するため、都市機能誘導区域へ新たに誘導

する施設だけでなく、都市機能誘導区域内に維持又は充実する施設も含めることとします。 

 

■想定される誘導施設（都市計画運用指針 国土交通省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■誘導施設の検討について（「立地適正化計画作成の手引き（平成 30 年 4月 国土交通省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）施設立地に関する市民ニーズ 

 ① 市民アンケート調査 

本計画の策定にあたり、市民の意見を反映するため、市民アンケート調査を実施しました。調査対

象は、徳島市内に在住の18歳以上の方で、3,000部の調査票の配布に対し、1,012部の回答（33.7％）

がありました。 

・調査期間：平成 29年 9 月 28日～平成 29年 10 月 20日 

・調査対象：満 18 歳以上の住民基本台帳登録者から無作為に抽出した 3,000 人 

・回収状況：【配布数】3,000枚 【回収数】1,012 枚 【回収率】33.7% 
 

●自宅から徒歩や自転車で行くことができる範囲に必要と思う施設 

 食料品店、診療所、銀行 など 

●都市の拠点（例えば徳島駅周辺など生活サービス施設が多く集まった場所）に充実すべきと思う

施設 レストラン、カフェ、美術館、博物館、ホール、食料品店 

◯誘導施設の検討にあたっては、ターゲット、ストーリーの内容を踏まえた上で、その施設が都

市機能誘導区域外に立地した場合には、今後のまちづくりに影響を与える等の観点から設定す

ることが重要です。 

◯また、既に都市機能誘導区域内に立地しており、今後も必要な機能の区域外への転出・流出を

防ぐために誘導施設として定めることも考えられます。 

◯病院・診療所などの医療施設、老人デイサービスセンターなどの社会福祉施設、小規模多機能型

居宅介護事業所、地域包括支援センターその他の高齢化の中で必要性の高まる施設 

◯子育て世代にとって居住場所を決める際の重要な要素となる幼稚園や保育所などの子育て支援施

設、小学校などの教育施設 

◯集客力がありまちの賑わいを生み出す図書館、博物館などの文化施設や、スーパーマーケットな

どの商業施設 

◯行政サービスの窓口機能を有する市役所支所などの行政施設  など 
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695

362

347

227

133

119

114

104

77

55

41

38

35

34

22

20

13

13

26

129

0 200 400 600 800

食料品店・日用品店（生鮮食品、衛生用品等）

診療所、クリニック、医院等

銀行、信用金庫等の金融機関

郵便局

複数の診療科がある病院（総合病院等）

買回り品店（家具、家電、衣類等）

公園・緑地・広場等

レストラン、カフェ等の飲食店

幼稚園、認定こども園、保育所等

図書館

体育館、運動場、プール等のスポーツ施設

美術館、博物館、ホール等の文化施設

映画館、ボウリング場等の娯楽施設

高齢者施設、障害者施設等の福祉施設

学習塾・生涯学習施設等

公民館、集会所、会議室等の市民交流施設

子育て交流センター等の子育て支援施設

乳幼児の一時預かり事業所や託児サービス施設等

その他

無回答ほか

n=1011

401

286

243

221

185

163

136

127

84

76
76

73

67

59

47

47

26
25

18

73

71

0 100 200 300 400 500

レストラン、カフェ等の飲食店

美術館、博物館、ホール等の文化施設

食料品店・日用品店（生鮮食品、衛生用品等）

買回り品店（家具、家電、衣類等）

映画館、ボウリング場等の娯楽施設

公園・緑地・広場等

銀行、信用金庫等の金融機関

複数の診療科がある病院（総合病院等）

診療所、クリニック、医院等

図書館

高齢者施設、障害者施設等の福祉施設

体育館、運動場、プール等のスポーツ施設

子育て交流センター等の子育て支援施設

乳幼児の一時預かり事業所や託児サービス施設等

郵便局

公民館、集会所、会議室等の市民交流施設

マンション等の住宅

幼稚園、認定こども園、保育所等

学習塾・生涯学習施設等

その他

無回答ほか

n=1011

 

■自宅から徒歩や自転車で行くことができる範囲に必要と思う施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■都市の拠点（例えば徳島駅周辺など生活サービス施設が多く集まった場所）に充実すべきと思う施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 地域住民へのヒアリング調査 

本計画の策定にあたり、地域住民へのヒアリング調査を実施しました。 

・調査期間：平成 30年 6 月 13日～平成 30年 7 月 27日 

・調査対象：18地区：延べ 354人 

●主な意見 

・徳島駅周辺部において、コミュニティサイクルの導入など、自転車で移動できる環境を整備して

ほしい。 

・認定こども園など、子育て施設を充実してほしい。 

・家の近くにスーパーマーケットがなく、高齢者が買い物に行けずに困っている。 

・空き家などを活用し、地域住民が交流できる場所をもっと設けてほしい。 

・地域間を細かく走るバス、乗り合いができるタクシーなどを検討してほしい。 

・市街化調整区域に新しい住宅が増えているので、市街化調整区域に家が建たないよう規制を強化

していくべきである。 

・地域コミュニティを維持していくため、マンション住民などが自治会に協力するルールをつくっ

てほしい。 

・若者の流出をどうしていくか一番に考えていくべきである。 

・居住誘導区域という言葉には抵抗があるので、文言を変更した方がよい。 

・本計画を実現するための具体的な取組を示してほしい。 など 
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（３）対象施設の選定 

以下の考え方により、本計画の誘導施設を選定します。 

 

都市
機能 

施  設 選定 選定の考え方 備 考 

医療 

地域医療支援病

院・特定機能病院 
● 

市内にある地域医療支援病院及

び特定機能病院の維持・充実を図る

ため、誘導施設として設定します。 

医療法第 1 条の 5 に規定する病院

のうち、同法第 4 条に規定する地

域医療支援病院、同法第 4 条の 2

に規定する特定機能病院 

病院・診療所  

本市は、全国的にみても病院・診

療所が多く、居住促進区域内におい

て十分な施設数が充足しているた

め、誘導施設として設定しません。 

医療法第 1 条の 5 に規定する病院

及び診療所（診療科目に、内科、小

児科、外科、整形外科、産婦人科、

眼科、耳鼻咽喉科を含むもの） 

介護 

福祉 
高齢者福祉施設 

 

 

本市の高齢者福祉計画及び介護

保険事業計画において、「高齢者が

住み慣れた地域で安心して暮らせ

るまちの実現」を基本理念としてい

るため、特定の区域の誘導施設とし

ては設定しません。 

老人福祉法及び介護保険法に定め

る施設 

子育て

支援 

病児保育施設 ● 

本市の利用ニーズにおける供給

量は概ね充足していると考えられ

ますが、感染症の流行時期などに利

用が集中する特徴があり、施設の立

地する地域に偏りがあるため、地域

の充足状況を考慮し、誘導施設とし

て設定します。 

保育を必要とする乳幼児などが疾

病などの理由により、保育所などで

は預かってもらえない時に、子ども

を預かり、保育することができる診

療所などの施設 

子育て世代活動 

支援センター 

（乳幼児の預かり

機能などを有する

まちなか保育施設） 

● 

活動が制限される乳幼児等を抱

えた世代のまちなかでの文化活動

や購買活動等を促進するとともに、

子ども連れでも気軽に出かけられ

る暮らしやすい環境を整えるため、

誘導施設として設定します。 

乳幼児の一時預かり機能を有し、授

乳室、子育て世代の交流や文化活

動、研修等を行うスペース等を備え

た、まちなか保育施設（乳幼児を定

常的に預かる保育所等の福祉施設

を除く） 

こども送迎 

センター 
 

教育・保育施設の再編や待機児童

数等の状況等を確認し、今後、当該

施設の利用ニーズが見込まれる場

合には、誘導施設としての設定を検

討します。 

保護者が利用しやすい場所にある

学校や児童館などに、待機所として

の保育室を設置し、専用バスなどで

各保育所などへ子どもの送迎を行

うことができる施設 

保育所  
教育・保育ニーズに対応するた

め、市内に多くの施設が立地してい

ますが、本市では、認定こども園の

普及促進に取り組んでいるため、誘

導施設としては設定しません。 

児童福祉法第 39 条第 1 項に規定

する保育所 

幼稚園  
学校教育法第 1 条に規定する幼稚

園 

認定こども園 ● 

本市は、保護者の就労状況等にか

かわらず教育・保育を受けることが

できる認定こども園の普及促進に

取り組んでいることから、誘導施設

として設定します。 

保護者の就労状態にかかわらず、教

育と保育を一体的に提供すること

ができる施設 

就学前の子どもに関する教育、保育

などの総合的な提供の推進に関す

る法律第 2 条第 6 項に規定する認

定こども園 

教育・ 

文化 

小学校・中学校・ 

高等学校 

 

 

学校は教育のみならず、地域にお

けるコミュニティの中心ともなる

重要な施設です。今後、少子化の進

行に伴う適正規模の検討や統廃合

等の整備が見込まれる場合は、誘導

施設としての設定を検討します。 

学校教育法第 1 条に規定する小学

校・中学校・高等学校 
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都市
機能 

施  設 選定 選定の考え方 備 考 

教育・ 

文化 

大学 ● 

市内に立地する 3 つの 4 年生大

学を本市の強みとして生かし、維

持・充実を図るため、誘導施設とし

て設定します。 

学校教育法第 1 条に規定する大学 

図書館 ● 県の拠点都市に相応しい都市機

能を維持し、機能の充実を図るた

め、誘導施設に設定します。 

図書館法第 2 条第 1 項に規定する

図書館 

博物館・美術館 ● 
博物館法第 2 条第 1 項に規定する

博物館及び美術館 

文化ホール ● 

文化センターに代わる新たなホ

ールの建設を予定していることか

ら、機能の充実を図るため、誘導施

設として設定します。 

音楽、演劇等の文化活動を目的とし

た、ホール機能を備えた施設 

スポーツ・運動 

施設 
● 

老朽化している市立体育館の更

新を予定していることから、機能の

充実を図るため、誘導施設として設

定します。 

各種屋内外スポーツ・イベントに対

応できるとともに、各競技の選手権

大会や全国大会を開催できる規模

の施設（体育館、プール、野球場、

サッカー場など） 

生涯学習施設 ● 

市民が生涯を通じ、生きがいをも

って元気に活躍できるまちづくり

を推進するため、誘導施設として設

定します。 

各種の生涯学習の推進や教育機関

との連携を図るなど、地域の生涯学

習の中心機関となる施設 

健康 

増進 

運動型健康増進

施設 
● 

気軽に運動に取り組める環境を

整え、健やかなライフスタイルの形

成を推進するため、誘導施設として

設定します。 

トレーニングジム、運動フロア、プ

ール等の設備を備え、健康増進のた

めの有酸素運動を安全かつ適切に

行うことのできる施設（厚生労働省

の認定を受けるフィットネスクラ

ブなど） 

商業 

大型複合商業施

設 
● 

県の拠点都市に相応しい都市機

能を維持し、機能の充実を図るた

め、誘導施設に設定します。 

店舗面積が 10,000 ㎡を超える複

合商業施設で、生鮮食品を扱う施設 

スーパーマーケ

ット 
● 

アンケート調査において、徒歩や

自転車で行くことができる範囲に

必要な施設として、食料品店・日用

品店（生鮮食品・衛生用品）が半数

以上であったため、誘導施設として

設定します。 

店舗面積が 1,000 ㎡を超え、

10,000 ㎡以下の生鮮食品を扱う

店舗 

金融 金融機関・郵便局  

コンビニエンスストアや ATM

で代替可能であり、必ずしも店舗を

必要としないため、誘導施設として

設定しません。 

銀行法第 2 条に規定する銀行、信

用金庫法などに基づく信用金庫な

ど 

交流 

地域交流センタ

ー 
● 

持続可能で災害に強いまちづく

りを進めるためには、地域コミュニ

ティを維持することが重要である

ため、誘導施設として設定します。 

主に地域住民の交流を目的として、

文化・交流活動を支える集会室など

を有した施設 

にぎわい交流セ

ンター施設 
● 

県の拠点都市に相応しいにぎわ

いを創造するため、誘導施設に設定

します。 

多世代が利用でき、まちのにぎわい

を生み出す、文化、交流、健康、子

育て支援、情報発信等の多様な機能

を持つ延べ面積が3,000㎡以上の

複合施設 

起業・ 

創業 

起業者育成支援

施設（独自設定） 
● 

大学や企業等と連携して、起業支

援や人材育成を行い、雇用創出につ

なげるため、誘導施設の対象外です

が、市独自設定の誘導施設として設

定します。 

ベンチャー企業や起業家などを育

成し、創業を支援するためのサポー

ト機能を備えた施設（インキュベー

ションオフィス、コワーキングスペ

ースなど） 
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（４）都市機能誘導区域ごとの目指すまちづくりの将来像 

都市機能誘導区域ごとに目指すまちづくりの将来像を整理します。 

 

 

 

 

 

設定地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目指す行動変化の例 
目指す行動変化の例 

目指す行動変化の例 

【中心都市機能誘導区域】 

地域

特性 

●徳島駅を中心に公共施設や拠点的な商業施設が立地しています。 

●国道 11 号、55号及び 192 号に沿って商業地が集積し、その周囲に住宅地が形成され

ています。眉山麓には土砂災害警戒区域などが指定されています。 

人口

構成 

●本市の中心部では、65歳以上の高齢者人口の割合が高く、14歳以下の年少人口の割合

が低くなっており、少子高齢化が顕著となっています。 

施設

集積 

●国・県関連施設、文化施設、診療所、金融機関、観光施設等が多く立地していますが、

スーパーマーケットの立地が少ないため、日常生活の利便性の向上が求められます。 

●都市機能の集積、魅力ある空間形成、まちなか居住の促進などによりにぎわいを創出し、「歩いて

暮らせる、歩いて楽しめる」拠点の形成を目指します。 

東富田ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

助任幼稚園 

四国大学附属 
乳児保育所 

佐古小学校 

千松小学校 

徳島中学校 

助任小学校 

鳴門教育大学 

附属小学校 

香蘭高等学校 

徳島大学総合科学部 

城東高等学校 

放送大学 

徳島大学理工学部 

福島小学校 

富田小学校 

富田中学校 

昭和小学校 

徳島文理大学 

徳島文理中学校 

徳島文理小学校 

城南高等学校 

八万中学校 

八万小学校 

新町小学校 

鳴門教育大学 

附属中学校 

鳴門教育大学 

附属特別支援学校 

徳島視覚支援学校 

城北高等学校 

徳島中央高等学校 

徳島科学技術高等学校 

城西中学校 

佐古公民館 

渭北ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

渭東ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

昭和公民館 

西富田公民館 

新町公民館 
内町ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

徳島市役所 

加茂公民館 

あわぎんホール 

徳島城博物館 

阿波おどり会館 

徳島県立 
総合福祉センター 

アスティとくしま 

佐古幼稚園 

南佐古保育園 

千松幼稚園 

城西保育所 

青嵐認定こども園 

すぎの子保育園 

出来島保育園 

前川乳児保育園 

鳴門教育大学 
附属幼稚園 

なかよし保育園 

助任なかよし認定こども園 

内町保育所 

さくら保育園 

城東幼稚園 

福島幼稚園 

もとしろ認定こども園 

福島子どもクラブ 

みどり保育園 

四国大学附属 
西富田保育所 

富田保育所 
富田幼稚園 

育英認定こども園 

昭和保育所 

昭和幼稚園 

徳島文理大学 
附属幼稚園 

みつぼしこどもえん 

沖浜シーズ認定こども園 
八万東保育所 

八万幼稚園 

みずほ保育園 

徳島市陸上競技場 

徳島市田宮公園プール 

徳島市立体育館 

徳島市民庭球場 

とくぎんトモニプラザ 

ふれあい健康館 

内町公民館 

徳島市立図書館 

シビックセンター 

 凡例 
 

市関連施設 

小学校・中学校・高等学校・大学等 

スポーツ施設 

フィットネスジム 

文化施設 

病院 

保育所・幼稚園 

その他の子育て支援施設 

大規模小売店舗 

デパート・スーパーマーケット 

都市公園 

 

用途地域 

   第一種低層住居専用地域 

   第二種低層住居専用地域 

   第一種中高層住居専用地域 

   第二種中高層住居専用地域 

   第一種住居地域 

   第二種住居地域 

   準住居地域 

   近隣商業地域 

   商業地域 

   準工業地域 

   工業地域 

   工業専用地域 
      鉄道・駅 

      市街化区域 

     都市計画道路

（未改良） 

     都市計画道路 

     （事業中） 

      市街化区域 

     中心都市機能

誘導区域 

     地域都市機能

誘導区域 

     居住促進区域 

内町小学校 
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設定地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●鉄道駅の周辺及び幹線道路沿いにおいて、生活サービス施設の維持・充実を図り、地域の暮らし

を支える拠点の形成を目指します。 

●高度専門医療を提供する拠点の維持・充実を目指します。 

【地域都市機能誘導区域】蔵本駅 

地域

特性 

●国道 192 号に沿って商業地が集積し、その周囲に住宅地が形成されています。徳島大

学病院や県立中央病院などをはじめ、医療関係の施設が多く集積しています。 

人口

構成 

●蔵本駅周辺では、年少人口が多くなっています。また、2040年の人口推計においては、

高齢者人口は増加していますが、増加数は抑えられており、高齢化の傾向は緩やかにな

ると予想されます。 

施設

集積 

●医療・福祉施設の立地は多いが、スーパーマーケットや子育て支援施設の立地が比較的

少なくなっています。不足している子育て支援施設や商業施設の整備・誘導になどによ

り、一層の生活利便性の向上が求められます。 

徳島大学薬学部 

徳島大学医学部 

加茂名中学校 

加茂名小学校 

梅の花保育園 

加茂名保育所 

城西中学校 

ＪＡバンク徳島スタジアム 

ＪＡバンクちょきんぎょプール 

佐古小学校 

佐古幼稚園 

徳島大学病院 

徳島県立中央病院 

加茂名支所 

千松幼稚園 

 凡例 
 

市関連施設 

小学校・中学校・高等学校・大学等 

スポーツ施設 

フィットネスジム 

文化施設 

病院 

保育所・幼稚園 

その他の子育て支援施設 

大規模小売店舗 

デパート・スーパーマーケット 

都市公園 

 

用途地域 

   第一種低層住居専用地域 

   第二種低層住居専用地域 

   第一種中高層住居専用地域 

   第二種中高層住居専用地域 

   第一種住居地域 

   第二種住居地域 

   準住居地域 

   近隣商業地域 

   商業地域 

   準工業地域 

   工業地域 

   工業専用地域 
      鉄道・駅 

      市街化区域 

     都市計画道路

（未改良） 

     都市計画道路 

     （事業中） 

      市街化区域 

     中心都市機能

誘導区域 

     地域都市機能

誘導区域 

     居住促進区域 
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設定地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●鉄道駅の周辺において、生活サービス施設の維持・充実を図り、地域の暮らしを支える拠点の形

成を目指します。 

【地域都市機能誘導区域】府中駅 

地域

特性 

 

●国道 192 号に沿って商業地が集積し、その周辺に住宅地が形成されている地域です。 

人口

構成 

●府中駅周辺では、年少人口の割合が高くなっています。また、2040年の人口推計にお

いては、生産年齢人口は減少していますが、減少は緩やかであり、人口が維持されると

予想されます。 

施設

集積 

●診療所は比較的多く立地していますが、保育所の立地が少なくなっています。少子高齢

化に歯止めをかけるためにも、若い世代の定着や流入促進を踏まえた子育て支援施設の

充実が求められます。 

国府支所 

国府中学校 

国府小学校 

国府幼稚園 

国府保育所 

木のいえ共同保育園 

 凡例 
 

市関連施設 

小学校・中学校・高等学校・大学等 

スポーツ施設 

フィットネスジム 

文化施設 

病院 

保育所・幼稚園 

その他の子育て支援施設 

大規模小売店舗 

デパート・スーパーマーケット 

都市公園 

 

用途地域 

   第一種低層住居専用地域 

   第二種低層住居専用地域 

   第一種中高層住居専用地域 

   第二種中高層住居専用地域 

   第一種住居地域 

   第二種住居地域 

   準住居地域 

   近隣商業地域 

   商業地域 

   準工業地域 

   工業地域 

   工業専用地域 
      鉄道・駅 

      市街化区域 

     都市計画道路

（未改良） 

     都市計画道路 

     （事業中） 

      市街化区域 

     中心都市機能

誘導区域 

     地域都市機能

誘導区域 

     居住促進区域 
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設定地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●幹線道路沿いにおいて、生活サービス施設の維持・充実を図り、地域の暮らしを支える拠点の形

成を目指します。 

●ＢＲＴ構想などの検討によりバスの拠点化などを目指します。 

【地域都市機能誘導区域】安宅・沖洲 

地域

特性 

●県道 29 号（徳島東環状線）と県道 38 号が交差する場所で、県道沿いに商業地が立地

し、その周辺に住宅地が形成されています。 

●安宅・沖洲周辺は人口集積が高い地区であり、特に生産年齢人口の割合が高くなってい

ます。 

施設

集積 

●大規模小売店舗、病院の立地が多い地域ですが、共働き世帯の増加を踏まえ、男女とも

に働きながら子育てできる生活環境の構築が望ましいと考えられます。 

●子育て支援施設の誘導・整備など、子育てしやすい環境の形成が求められます。 

人口

構成 

沖洲公民館 

城東中学校 

徳島市立高等学校 

徳島商業高等学校 

福島小学校 

沖洲小学校 

福島幼稚園 

城東小学校 

城東幼稚園 

めだか保育園 

めだか保育園分園 

徳島市中央卸売市場 

沖洲支所 

渭東ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

渭東保育所 

もとしろ認定こども園 

福島子どもクラブ 
みどり保育園 

沖洲保育所 

さくら保育園 

 凡例 
 

市関連施設 

小学校・中学校・高等学校・大学等 

スポーツ施設 

フィットネスジム 

文化施設 

病院 

保育所・幼稚園 

その他の子育て支援施設 

大規模小売店舗 

デパート・スーパーマーケット 

都市公園 

 

用途地域 

   第一種低層住居専用地域 

   第二種低層住居専用地域 

   第一種中高層住居専用地域 

   第二種中高層住居専用地域 

   第一種住居地域 

   第二種住居地域 

   準住居地域 

   近隣商業地域 

   商業地域 

   準工業地域 

   工業地域 

   工業専用地域 
      鉄道・駅 

      市街化区域 

     都市計画道路

（未改良） 

     都市計画道路 

     （事業中） 

      市街化区域 

     中心都市機能

誘導区域 

     地域都市機能

誘導区域 

     居住促進区域 
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設定地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【地域都市機能誘導区域】津田 

●幹線道路沿いにおいて、生活サービス施設の維持・充実を図り、地域の暮らしを支える拠点の形

成を目指します。 

地域

特性 

●県道 120 号に沿って商業地が集積し、県道の東側に住宅地が形成されています。住宅

地では、狭あいな道路が多く存在し、空き家が増加しています。 

●津田周辺では、高齢者人口の割合が高く、今後も高い高齢化率で推移することが予想さ

れます。 

施設

集積 

●教育施設や保育所などの子育て支援施設が多く立地していることから、子育て環境をさ

らに高めることができる素地はあるものと考えられます。 

●スーパーマーケットなどの生活サービス施設を維持するとともに、子育て世帯が子育て

しやすい環境の形成が求められます。 

人口

構成 

津田幼稚園 

津田小学校 

津田中学校 

わかくさ幼稚園 

光花保育園 

津田公民館 

津田保育所 

アスティとくしま 

徳島文理大学付属幼稚園 

徳島文理大学 

徳島文理小学校 

 凡例 
 

市関連施設 

小学校・中学校・高等学校・大学等 

スポーツ施設 

フィットネスジム 

文化施設 

病院 

保育所・幼稚園 

その他の子育て支援施設 

大規模小売店舗 

デパート・スーパーマーケット 

都市公園 

 

用途地域 

   第一種低層住居専用地域 

   第二種低層住居専用地域 

   第一種中高層住居専用地域 

   第二種中高層住居専用地域 

   第一種住居地域 

   第二種住居地域 

   準住居地域 

   近隣商業地域 

   商業地域 

   準工業地域 

   工業地域 

   工業専用地域 
      鉄道・駅 

      市街化区域 

     都市計画道路

（未改良） 

     都市計画道路 

     （事業中） 

      市街化区域 

     中心都市機能

誘導区域 

     地域都市機能

誘導区域 

     居住促進区域 
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設定地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●大学や生活サービス施設の維持・充実を図り、将来を担う若者の育成や地域の暮らしを支える拠

点の形成を目指します。 

【地域都市機能誘導区域】応神 

地域

特性 

●吉野川、優良農地との調和を図った住宅地が形成されています。隣接する北島町と市街

化区域がつながっており、市域をまたぐ広域バス路線が多く通っています。 

●応神周辺では、生産年齢人口の割合が高くなっており、その要因の一つとして大学生の

居住が挙げられます。 

施設

集積 

●全体的に生活サービス施設の立地数が少ないため、日常生活に必要な商業などの都市機

能の誘導が求められます。 

●大学の立地を生かして若い世代の定着を図り、多様なライフスタイルに応じた各種都市

サービスが享受できる環境づくりが求められます。 

人口

構成 

四国大学 

四国大学付属認定こども園 

川内保育所 

 凡例 
 

市関連施設 

小学校・中学校・高等学校・大学等 

スポーツ施設 

フィットネスジム 

文化施設 

病院 

保育所・幼稚園 

その他の子育て支援施設 

大規模小売店舗 

デパート・スーパーマーケット 

都市公園 

 

用途地域 

   第一種低層住居専用地域 

   第二種低層住居専用地域 

   第一種中高層住居専用地域 

   第二種中高層住居専用地域 

   第一種住居地域 

   第二種住居地域 

   準住居地域 

   近隣商業地域 

   商業地域 

   準工業地域 

   工業地域 

   工業専用地域 
      鉄道・駅 

      市街化区域 

     都市計画道路

（未改良） 

     都市計画道路 

     （事業中） 

      市街化区域 

     中心都市機能

誘導区域 

     地域都市機能

誘導区域 

     居住促進区域 
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（５）誘導施設 

前項までの考え方に基づき、都市機能誘導区域ごとに誘導施設を設定します。 

なお、本計画の誘導施設として位置付けることで、国などの支援を受けられる場合があります。 
 

誘導施設 

中
心
都
市
機
能
誘
導
区
域 

地域 
都市機能誘導区域 

蔵
本
駅 

府
中
駅 

安
宅
・
沖
洲 

津
田 

応
神 

医 療 地域医療支援病院・特定機能病院 ◆ ◆     

子育て支援 

病児保育施設 ●   ◆  ◆ 

子育て世代活動支援センター 

（乳幼児の預かり機能などを有するまちなか保育施設） 
●      

認定こども園 ◆ ● ● ● ● ◆ 

教育・文化 

大学 ◆ ◆    ◆ 

図書館 ◆      

博物館・美術館 ◆      

文化ホール ●      

スポーツ・運動施設 ◆ ◆  ●   

生涯学習施設（生涯学習の推進や教育機関との連携 

など、地域の生涯学習の中心機関となる施設） 
◆ ◆ ◆   ◆ 

健康増進 運動型健康増進施設 ● ●  ●   

商 業 
大型複合商業施設 ◆      

スーパーマーケット ◆ ● ◆ ◆ ◆ ● 

交 流 

地域交流センター（主に地域住民が交流などを目的 

として活動を行うための集会室などを有する施設） 
◆ ◆ ◆ ● ● ● 

にぎわい交流センター施設（多世代が利用でき、 

まちのにぎわいを生み出す、交流、健康、福祉など 

の多様な機能を持つ複合施設） 

◆      

起業・創業 
起業者育成支援施設（起業家の育成、創業支援など 

をサポートする機能を持つ施設）（独自設定） 
◆     ● 

※●印：新たに誘導する施設  ◆印：維持・充実する施設 

※赤字：都市再構築戦略事業及び都市機能立地支援事業の補助対象（他の補助金などの対象を除く） 

※青字：都市再生整備計画事業の補助対象（基幹事業） 
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第７章 居住及び都市機能誘導のための施策 
 

 まちづくり施策の考え方 １
（１）まちづくりの方針とまちづくり施策の関係 

 まちづくりの方針を踏まえ、それぞれの方針に対応する施策を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施 策 

●県の拠点都市に相応しい都市機能の集積 

●公共交通の結節点機能の強化及び利用促進 

●まちなか居住の促進 

●にぎわいと魅力あるまちづくりの推進 

方針① 
県の拠点都市に相応しい都市機能を集積し、人の交流（にぎわい）
を創出するまちづくり 

施 策 

 

方針② 市民が生涯を通じ、元気に活躍できるまちづくり 

●健やかなライフスタイル形成の推進 

●高齢者が活躍できる環境づくりの推進 

施 策 

方針③ 子育て世代が働きながら安心して子育てできるまちづくり 

●働きながら子育てができる環境づくりの推進 

●誰もが安心して暮らせる環境づくりの推進 

６ まちづくり施策 
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（２）まちづくり施策の実施に向けた連携 

まちづくりの方針に基づき、より効果的に施策を展開し、都市機能の維持・増進や居住環境の向上を

図るためには、医療、福祉、商業を始めとした様々な分野の個別計画との連携を図り、一体的に施策を

講じていく必要があります。 

また、立地適正化計画上の居住の促進や都市機能を誘導するための施策としては、国などの財政上、

金融上、税制上支援措置の活用と併せ、市が独自に講じる施策などがあります。 

 

■立地適正化計画上の施策イメージ 

区域 区分 具体的な施策イメージ 

居
住
促
進
区
域 

国の支援を受けて市が

行う施策 

・誘導施設の整備 

・公共交通の確保を図るため交通結節機能強化・向上 

市が独自に講じる施策 

・居住促進区域内の住宅地の立地に対する支援措置 

・基幹的な公共交通のサービス水準の確保のための施策 

・居住促進区域外の災害の発生のおそれのある区域については、災害

リスクをわかりやすく提示するなど、当該区域の居住者を居住促進

区域に誘導するための所要措置 

都
市
機
能
誘
導
区
域 

国などの支援施策 
・誘導施設に対する税制上の特例措置 

・民間都市開発推進機構による金融上の支援措置 

国の支援を受けて市が

行う施策 

・誘導施設の整備、歩行空間の整備、民間事業者による誘導施設の

整備に対する支援施策 

市が独自に講じる施策 

・民間事業者に対する誘導施設の運営費用の支援施策 

・公共施設の再編や市町村が保有する不動産の有効活用施策 

・福祉・医療施設などの建替などのための容積率などの緩和 

 

 

  



67 

 まちづくり施策 ２
以下の施策を実施することで、それぞれの方針に掲げたまちづくりを推進します。 

 

方針① 
県の拠点都市に相応しい都市機能を集積し、人の交流（にぎわい）
を創出するまちづくり 

 

施 

策 

県の拠点都市に相応しい

都市機能の集積 
・広域的な利用がある高次都市機能の維持・誘導を図ります。 

公共交通の結節点機能の

強化及び利用促進 

・県の玄関口として魅力ある空間形成を図ります。 

・鉄道、路線バスなどの公共交通結節点機能の強化や利用促進を

図ります。 

まちなか居住の促進 
・既存の都市機能集積や利便性を生かした、民間事業者によるま

ちなかにふさわしい住環境の整備を促進します。 

にぎわいと魅力ある 

まちづくりの推進 

・大学、民間企業などと連携し、地域の担い手となる若年層の確

保、人材育成などに取り組むこととします。 

・まちづくり活動を担う民間団体などと連携を図りながら、公共

空間や低未利用地を活用したにぎわいと魅力のあるまちづくり

を推進します。 

   

具
体
的
な
取
組 

現在進めている取組 

・公共施設の集約化・複合化 

・鉄道高架事業 

・誘導施設の整備（新ホール整備事業） 

・（仮称）徳島市地域公共交通網形成計画の策定 

・空き家などの利活用の促進（空き家バンクへの登録など） 

・空き店舗の利活用の促進（空き店舗の改装支援など） 

・地域産業の振興 

今後検討する取組 

・誘導施設などの整備・誘導（新体育館の整備など） 

・公的不動産の利活用 

・リノベーションまちづくりの推進 

・低未利用地の利活用 

・附置義務駐車施設の集約化 

・都市計画制度などを活用した徳島駅周辺の高度利用 

・コミュニティサイクルの導入 

・鉄道駅舎の有効活用（地域交流センターの設置など） 
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方針② 市民が生涯を通じ、元気に活躍できるまちづくり 

 

施 

策 

健やかなライフスタイル

形成の推進 

・鉄道や路線バスなどの公共交通の利便性の向上を図るなど、徒

歩や自転車で外出しやすい環境を整備することで、自動車に過

度に頼らない健やかで地球環境にやさしいライフスタイルの形

成を推進します。 

高齢者が活躍できる環境

づくりの推進 

・持続的なまちづくりを支えるため、高齢者の社会参加の機会創

出など、高齢者が生きがいを持って活躍できる環境づくりを推

進します。 

   

具
体
的
な
取
組 

現在進めている取組 

・公共施設の集約化・複合化 

・鉄道高架事業 

・公共交通などのバリアフリー化 

・高齢者の生きがいづくりと健康づくりの推進（高齢者の生きが

いづくりと健康づくり推進事業、ウオーキング推進運動など） 

・高齢者が外出しやすい環境づくり（バス無料乗車証の交付など） 

・安全で快適な自転車利用環境づくり（（仮称）徳島市自転車安全

利用促進計画の策定） 

・（仮称）徳島市地域公共交通網形成計画の策定 

今後検討する取組 

・誘導施設などの整備・誘導（運動型健康増進施設など） 

・ウオーキングコースの充実 

・公的不動産の利活用 

・鉄道とバスの連携（パターンダイヤの検討） 

・商店街などと提携した健康ポイント事業 
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方針③ 子育て世代が働きながら安心して子育てできるまちづくり 

 

施 

策 

働きながら子育てが 

できる環境づくりの推進 

・妊娠・出産期から学童期まで切れ目のない子育て支援に向けて、

特に、子育てと仕事の両立が困難とされる乳幼児期の子育てを

支える環境づくりを推進します。 

誰もが安心して暮らせる

環境づくりの推進 

・南海トラフ地震など大規模自然災害のリスクに備え、多世代共

助による避難体制の構築、避難場所や避難路の整備などにより、

防災・減災対策を推進します。 

   

具
体
的
な
取
組 

現在進めている取組 

・公共施設の集約化・複合化 

・教育・保育環境の充実（認定こども園の普及促進など） 

・仕事と子育てが両立できる環境づくり（利用者支援事業など） 

・避難場所の整備や津波避難ビルの指定・拡充 

・安全な道路整備（街路事業、橋りょう耐震化事業、狭あい道路

整備推進事業、避難路の整備など） 

・自助・共助による防災対策の強化（自主防災組織の充実・活性

化、地区別津波避難計画の策定など） 

・危険な空き家対策（危険廃屋解体支援事業など） 

・耐震改修の推進（徳島市既存木造住宅耐震化促進事業、固定資

産税の減額など） 

今後検討する取組 

・誘導施設などの整備・誘導（認定こども園など） 

・公的不動産の利活用 

・低未利用地の利活用 
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第８章 評価方法及び進行管理 
 

 評価方法 １
（１）評価指標の設定 

 立地適正化計画は、時間軸をもったアクションプランとして運用することで、効果的なまちづくりが

可能となります。 

本計画においても、達成状況を分析・評価し、施策などの必要性や妥当性を客観的かつ定量的に評価

するため、評価指標及び目標値を設定します。また、これらの達成により期待される効果及び目標値も

設定します。 

 

（２）居住及び公共交通に関する評価指標 

 

居住に関する評価指標 現状値（2015 年） 目標値（2040 年） 

居住促進区域内の人口密度 53 人/ha 51 人/ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【評価指標の考え方】 

まちなか居住の促進や誰もが安心して暮らせる環境づくりの推進など、各種施策の実施により、

居住促進区域内に人口の定着や集積が進んでいることを検証するため、居住促進区域内の人口密度

を評価指標とします。 

【評価・算出方法】 

居住促進区域の人口を抽出し算出します。 

【目標値】 

2040年において、居住促進区域内の人口密度 51 人/haを保つことを目標とします。 

※（参考）2015 年の市街化区域の人口密度 51 人/ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査、社人研の推計方法に準じて独自に推計 

７ 評価方法及び進行管理 
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公共交通に関する評価指標 現状値（2016 年） 目標値（2040 年） 

居住促進区域内の鉄道駅の 1 日平均乗車人員 

（9 駅の合計）※吉成駅を除く。 
11,674 人 11,674 人以上 

居住促進区域内の循環バス路線の 1日平均輸送人員 

（中央循環線・東部循環線・南部循環線の合計） 
2,826 人 2,826 人以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【評価指標の考え方】 

本計画及び（仮称）徳島市地域公共交通網形成計画などの推進により、公共交通の利便性が向

上し、歩いて生活できる都市構造が構築されていることを検証するため、居住促進区域内におけ

る鉄道駅の 1 日平均乗車人員及び循環バス路線の 1 日平均輸送人員を評価指標とします。 

【評価・算出方法】 

徳島市統計年報から確認します。 

【目標値】 

人口減少が見込まれる中においても、2040年に現状値以上とすることを目標とします。 

・鉄道駅では、1 日平均乗車人員（9 駅の合計）11,674人以上を目標とします。 

・循環バス路線では、1 日平均輸送人員（中央循環線・東部循環線・南部循環線の合計）2,826

人以上を目標とします。 

※（参考）2015 年から 2040 年にかけての人口減少率 約 17％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：徳島市統計年報 

■鉄道駅の 1 日平均乗車人員（9 駅の合計） 

■循環バス路線の 1 日平均輸送人員（中央循環線・東部循環線・南部循環線の合計） 
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（３）まちづくりの方針を踏まえた評価指標 
 

方針① 県の拠点都市に相応しい都市機能を集積し、人の交流（にぎわい）を創出するま

ちづくり 
 

評価指標 現状値（2017 年） 目標値（2040 年） 

中心商店街の歩行者通行量（平日と休日の平均） 16,343 人 16,343 人以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方針② 市民が生涯を通じ、健康で元気に活躍できるまちづくり 

 

評価指標 現状値（2017 年） 目標値（2040 年） 

日常生活において 
歩行・運動を 1日 1時間以上実施する人の割合 

49.4％ 60.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【評価指標の考え方】 

県の拠点都市に相応しい都市機能などの維持・誘導、駅前広場や公共空間の整備の推進などに

より、まちのにぎわいを創出し、交流人口や定住人口が増加していることを検証するため、中心

商店街の歩行者通行量を評価指標とします。 

【評価・算出方法】 

徳島市中心商店街通行量調査における全調査地

点の歩行者通行量から、平日と休日の平均値を算

出します。 

【目標値】 

人口減少が見込まれる中においても、2040 年

に現状値以上とすることを目標とします。 

出典：徳島市中心商店街通行量調査 

【評価指標の考え方】 

公共交通の利便性が高い鉄道駅周辺などにおいて、日常生活に必要な施設の誘導や居住の促進が

進むことで、過度な自動車依存が解消され、日常生活の中で気軽に運動に取り組める環境が形成さ

れていることを検証するため、日常生活における歩行・運動時間を評価指標とします。 

【評価・算出方法】 

特定健康診査の問診で「日常生活において、歩

行または運動などの身体活動を1日1時間以上実

施」と答えた人の割合から把握します。 

【目標値】 

徳島市健康づくり計画「とくしま・えがお 21(第

2 次)」における目標値「60.0％（2022年度）」

を継続的に維持していくことを目標とします。 

出典：保健センター資料 
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方針③ 子育て世代が働きながら安心して子育てできるまちづくり 

 

評価指標 現状値（2018 年） 目標値（2040 年） 

出産や子育てがしやすいと感じる市民の割合 56.6％ 80.0％ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

（４）期待される効果 
 

期待される効果 現状値（2018 年） 目標値（2040 年） 

徳島市に住み続けたいと思う市民の割合 83.7％ 100％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【評価指標の考え方】 

子育て支援施設や安全な道路空間の整備などにより、子ども連れでも出かけやすく、働きながら

子育てしやすい環境が整っていることを検証するため、出産や子育てがしやすいと感じる市民の割

合を評価指標とします。 

【評価・算出方法】 

市民満足度調査結果から把握します。 

【目標値】 

継続的に子育て環境の充実を図り、2040 年

には 80.0％の達成を目標とします。 

※（参考）徳島市まちづくり総合ビジョンにお

ける目標値「70％（2026年）」 

 

出典：市民満足度調査結果 

【期待される効果の考え方】 

居住促進、公共交通及びまちづくりの方針を踏まえた評価指標の目標を達成し、本計画で目指す

まちづくりが実現することで、まちに対する愛着や誇りが向上し、徳島市に住みたい、住み続けた

いと思える人が増加することが期待されます。この効果を定量的に評価するため、「徳島市に住み

続けたいと思う市民の割合」を、期待される効果を評価の指標として設定します。 

【評価・算出方法】 

市民満足度調査結果から把握します。 

【目標値】 

本計画に基づくまちづくりの実現により、

2040 年に 100％の達成を目標とします。 

※（参考）徳島市まちづくり総合ビジョン 

における目標値「90％（2026 年）」 

 

出典：市民満足度調査結果 
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 計画の進行管理 ２

 本計画は、都市再生特別措置法第 84 条の規定に基づき、評価指標のモニタリングや各種施策の実施

状況の調査、分析及び評価を適宜行い、PDCAサイクルの考え方に基づき、必要に応じて本計画や施策

などの見直しを検討します。 

なお、本計画の見直しは、都市計画マスタープラン及び（仮称）徳島市地域公共交通網形成計画の見

直しと歩調を合わせることで、各計画間の整合を保つこととします。 

また、立地適正化計画は、公正かつ専門的な第三者としての立場から評価を行うことも重要であるた

め、計画の進捗状況やモニタリング結果については、徳島市都市計画審議会に報告するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan 

Do 

Check 

Action 

立地適正化計画の策定・見直し 

施策・事業の実施 

実施結果の評価・効果の検証 

施策などの見直し・改善 

関連計画との 

整合も確認 
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第９章 届出制度 
 

 都市機能誘導区域に関する届出対象行為 １
届出制度は、都市機能誘導区域外における誘導施設の整備の動きを把握するために設けられたもので

あり、都市機能誘導区域外で行われる一定規模以上の開発行為や建築行為、都市機能誘導区域内で誘導

施設を休止又は廃止しようとする場合には、これらの行為に着手する 30日前までに、市に届出するこ

とが義務付けられます。 

 

■届出の対象となる行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 居住促進区域に関する届出対象行為 ２
届出制度は、居住促進区域外における住宅開発等の動きを把握するために設けられたものであり、以

下の居住促進区域外で行われる一定規模以上の開発行為や建築行為には、これらの行為に着手する日の

30 日前までに、市に届出することが義務付けられます。 

 

■届出の対象となる行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誘導施設を有する建築物の建築目的の開発

行為を行おうとする場合 

開発行為 

①誘導施設を有する建築物を新築しようと

する場合 

②建築物を改築し、誘導施設を有する建築物

とする場合 

③建築物の用途を変更し、誘導施設を有する

建築物とする場合 

開発行為以外 

①3 戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

②1 戸又は 2戸の住宅の建築目的の開発行為 

で、その規模が 1,000 ㎡以上のもの 

③住宅以外で、人の居住の用に供する建築物 

として条例で定めたものの建築目的で行う 

開発行為 

開発行為 

①3 戸以上の住宅を新築しようとする場合 

②人の居住の用に供する建築物として条例 

で定めたものを新築しようとする場合 

③建築物を改築し、又は建築物の用途を変更 

して住宅など（①、②）とする場合 

開発行為以外 

休廃止 

都市機能誘導区域内で誘導施設を休止又 

は廃止しようとする場合 

８ 届出制度 
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第１０章 参考資料 
 

 策定の経緯 １
 

■徳島市立地適正化計画の策定経過 

年月日 内容 

平成 29年 5月 18日 第 1 回徳島市立地適正化計画等策定会議及び幹事会 

      7月14日 第 1 回徳島市立地適正化計画策定検討会 

      9月28日 市民アンケート調査（10 月 20日まで） 

      9月29日 第 2 回徳島市立地適正化計画等策定会議 幹事会 

         11月20日 第 2 回徳島市立地適正化計画策定検討会 

平成 30年 1月 25日 第 3 回徳島市立地適正化計画等策定会議 幹事会 

      1月31日 第 3 回徳島市立地適正化計画策定検討会 

3 月 26日 第 4 回徳島市立地適正化計画等策定会議 幹事会 

3 月 29日 第 4 回徳島市立地適正化計画策定検討会 

5 月 24日 第 5 回徳島市立地適正化計画策定検討会 

6 月 13日 地域住民へのヒアリング調査（7 月 27 日まで） 

7 月 30日 第 6 回徳島市立地適正化計画策定検討会 

8 月 6日 第 5 回徳島市立地適正化計画等策定会議 幹事会 

８月２２日 第 3 回徳島市立地適正化計画等策定会議 

10 月 26日 市民説明会（26日、28日） 

11 月 5日 都市計画審議会 

11 月 6日 第 7 回徳島市立地適正化計画策定検討会 

11 月 19日 第 6 回徳島市立地適正化計画等策定会議 幹事会 

11 月 26日 第 4 回徳島市立地適正化計画等策定会議 

12 月１８日 パブリックコメント手続（平成 31 年 1 月 17日まで） 

 

 

参考資料 
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■徳島市立地適正化計画等策定会議 設置要綱 

 

（設置） 

第１条 立地適正化計画及び鉄道高架に伴う徳島駅周辺まちづくり計画（以下「計画」とい

う。）を策定するため、徳島市立地適正化計画等策定会議（以下「会議」という。）を設

置する。 

（組織） 

第２条 会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、市長をもってあてる。 

３ 副会長は、第一副市長及び第二副市長をもってあてる。 

４ 委員は、別表第１に掲げる職にある者をもってあてる。 

（会長及び副会長） 

第３条 会長は、会議を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

（会議） 

第４条 会長は、必要に応じて会議を召集し、これを主宰する。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。 

（幹事会） 

第５条 計画の策定に関する調査研究を行うため、会議に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。 

３ 幹事長は、都市整備部長をもってあてる。 

４ 幹事は、別表第２に掲げる職にある者をもってあてる。 

５ 幹事長は、必要に応じて幹事会を招集し、これを主宰する。 

６ 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者を幹事会に出席させることができ

る。 

（庶務） 

第６条 会議の庶務は、都市整備部まちづくり推進課において処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、会長が別に定め

る。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２９年５月８日から施行する。 
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別表第１（第２条関係）          別表第２（第５条関係） 

会議                   幹事会（組織） 

 

職   名  職   名 

・企画政策局長 

・総務部長 

・財政部長兼理事 

・市民環境部長 

・理事 

・保健福祉部長 

・経済部長 

・都市整備部長兼理事 

・土木部長 

・危機管理局長 

・消防局長 

・水道局長 

・交通局長 

・病院局長 

・教育長 

 

・企画政策局次長 

・行政管理総室長 

・総務部副部長 

・財政部副部長 

・税務事務所長 

・市民環境部副部長 

・保健福祉部副部長 

・福祉事務所長 

・経済部副部長 

・都市整備部副部長 

・土木部副部長 

・危機管理局次長 

・消防局次長 

・会計管理者 

・教育次長 

・水道局次長 

・交通局次長 

・病院局次長 
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■徳島市立地適正化計画策定検討会 設置要綱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（設置目的） 

第１条 都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第８１条第１項に規定する立地 

適正化計画（以下「計画」という。）の策定に関し専門的見地から検討するため、徳島 

市立地適正化計画策定検討会（以下「検討会」という。）を設置する。 

（組織及び任期） 

第２条 検討会の委員は、知識経験を有する者の中から市長が依頼する。 

２ 委員の任期は、計画策定の完了日までとし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任 

期間とする。 

（会長及び副会長） 

第３条 検討会に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、検討会を総括する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を 

代理する。 

（会議） 

第４条 検討会は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を検討会に出席させ、説明又は意 

見を求めることができる。 

（庶務） 

第５条 検討会の庶務は、都市整備部まちづくり推進課において処理する。 

（補則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２９年６月２８日から施行する。 
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■徳島市立地適正化計画策定検討会 委員名簿                 （敬称略、50 音順） 

氏名 所属・役職 備考 

奥嶋 政嗣 徳島大学大学院 准教授 副会長 

久米 康博 徳島バス株式会社 取締役営業部長  

鍬田 耕市 徳島県県土整備部都市計画課 課長  

高源 真由美 公益社団法人徳島県建築士会 女性委員会 代表  

近藤 光男 徳島大学大学院 教授 平成30年6月末まで 

島田 和男 徳島市コミュニティ連絡協議会 会長  

富永 和弘 社会福祉法人徳島市社会福祉協議会 常務理事  

長戸 正二 四国旅客鉄道株式会社 総合企画本部副本部長  

中野 晋 徳島大学環境防災研究センター 教授  

中村 秀美 徳島商工会議所女性会 委員  

山中 英生 徳島大学大学院 教授 会長 

 

■徳島市立地適正化計画策定検討会 オブザーバー               （敬称略、50 音順） 

氏名 所属・役職 備考 

荒金 恵太 国土交通省四国地方整備局建政部 都市・住宅整備課長 平成 30年 8月から 

塚本 文 国土交通省四国地方整備局建政部 都市・住宅整備課長 平成30年7月末まで 
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 区域の拡大図 ２
 

 

徳島駅 

佐古駅 

阿波富田駅 

二軒屋駅 

文化の森駅 

加茂支所 

城西中学校 

千松小学校 

佐古公民館 
佐古ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

佐古小学校 

城ノ内中学校 

鳴門教育大学附属中学校 

助任小学校 

鳴門教育大学附属小学校 

内町小学校 

渭北公民館 
渭北ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

徳島中学校 

内町公民館 

徳島市役所 

内町ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

富田小学校 

東富田公民館 
東富田ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

昭和公民館 
昭和ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

昭和小学校 
富田中学校 

徳島文理中学校 

徳島文理小学校 

八万小学校 

八万中学校 

八万支所 

八万公民館 
八万中央ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

八万南小学校 

西富田公民館 
西富田ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

新町小学校 

新町公民館 

福島小学校 

凡例 

     鉄道・駅 

    都市計画区域 

    市街化区域 

    中心都市機能誘導区域 

    地域都市機能誘導区域 

居住促進区域 

 

【徳島駅周辺】 

徳島科学技術高等学校 

徳島中央高等学校 

徳島大学 理工学部 

徳島大学 総合科学部 

城東高等学校 

放送大学徳島学習センター 

徳島文理大学 

城南高等学校 

徳島視覚支援学校 
徳島聴覚支援学校 

香蘭高等学校 

鳴門教育大学附属特別支援学校 

城北高等学校 

八万ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 
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凡例 

     鉄道・駅 

    都市計画区域 

    市街化区域 

    中心都市機能誘導区域 

    地域都市機能誘導区域 

居住促進区域 

 

【加茂・加茂名】 

蔵本駅 

鮎喰駅 

加茂名中学校 

加茂名小学校 

加茂名支所 

加茂名公民館 
加茂名ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

加茂名南小学校 

城西高等学校 

徳島大学薬学部 

徳島大学医学部 

徳島科学技術高等学校 

徳島中央高等学校 

城西中学校 
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凡例 

     鉄道・駅 

    都市計画区域 

    市街化区域 

    中心都市機能誘導区域 

    地域都市機能誘導区域 

居住促進区域 

 

【国府】 

府中駅 

国府中学校 

国府支所 
国府公民館 
国府ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

国府小学校 

加茂名南小学校 

城西高等学校 

徳島県立国府養護学校 

城東中学校 

沖洲小学校 

沖洲支所 

沖洲公民館 
沖洲ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

渭東公民館 
渭東ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

福島小学校 

城東小学校 

住吉・城東公民館 
住吉・城東ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

【渭東・沖洲】 

阿波富田駅 

徳島商業高等学校 

徳島市立高等学校 

徳島駅 

助任小学校 

鳴門教育大学附属小学校 

内町小学校 

徳島中学校 

内町公民館 

徳島市役所 

内町ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

富田小学校 
東富田公民館 
東富田ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

昭和公民館 
昭和ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

昭和小学校 
富田中学校 

西富田公民館 
西富田ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

新町小学校 

新町公民館 

徳島大学 理工学部 

徳島大学 総合科学部 

城東高等学校 

放送大学徳島学習センター 

二軒屋駅 
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凡例 

     鉄道・駅 

    都市計画区域 

    市街化区域 

    中心都市機能誘導区域 

    地域都市機能誘導区域 

居住促進区域 

 

【津田】 

津田支所 

津田公民館 
津田ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

津田中学校 

津田小学校 

徳島文理小学校 
徳島文理中学校 

徳島文理大学 

【川内・応神】 

川内中学校 

川内北小学校 

四国大学 

川内支所 
川内公民館 
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凡例 

     鉄道・駅 

    都市計画区域 

    市街化区域 

    中心都市機能誘導区域 

    地域都市機能誘導区域 

居住促進区域 

 

【勝占】 

八万ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

八万南小学校 

大松小学校 

方上公民館 

方上小学校 

勝占東部公民館 
勝占東部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

論田小学校 

文化の森駅 

地蔵橋駅 

南部中学校 

勝占中部支所 
勝占中部公民館 
勝占中部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 
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 用語解説 ３
 

あ行 

【空き家件数】 

平成２８年に実施した空家等の実態調査によるもの。共同住宅（全室空き家の場合を除く）は対象外

で、外観目視により判定しており、目視できない場合は件数に含めていない。 

 

【空き家バンク】 

 主に自治体や自治体から委託を受けた団体によって運営される空き家の所有者と利用希望者をマッ

チングする仕組みのこと。 

 

【インキュベーションオフィス】 

 起業家の育成、創業支援などをサポートする機能を持つ事務所のこと。 

 

【エリアマネジメント】 

 地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるための、住民・事業主・地権者等による主

体的な取り組みのこと。 

 

か行 

【開発行為】 

 建築物の建築などの際に行う、土地の区画や形質を変更する行為のこと。 

 

【急傾斜地崩壊危険区域】 

 急傾斜地の崩壊から住民の生命を保護するため、開発行為等を制限する必要がある区域のこと。 

 

【狭あい道路】 

 日常生活や緊急車両の通行に支障をきたす恐れのある道幅が 4m 未満の狭い道路（細街路）のこと。 

 

【健康寿命】 

 健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のこと。 

 

【交通結節点】 

 異なる交通手段を相互に乗り換え・乗り継ぎする拠点のこと。鉄道駅やバスターミナル、駅前広場な

どが挙げられる。 

 

【高齢化率】 

 65 歳以上の人口が総人口に占める割合のこと。 

※高齢化率（％）＝６５歳以上人口÷（総人口－年齢不詳人口）×１００ 

 

【国勢調査】 

 人口・世帯等の実態を明らかにする国の最も基本的な統計調査。日本国内に住んでいる全ての人・世

帯を対象として 5 年ごとに実施される。 

 

【洪水浸水想定区域】 

洪水時に円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、想定しうる最大規模の降雨により河川が氾濫した場

合に浸水が想定される区域のこと。 
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【交流人口】 

通勤、通学、観光及びレジャーなどを目的にその地域に訪れる人口のこと。 

 

【コミュニティサイクル】 

 レンタサイクルの形態のひとつで、まちなかにいくつもの自転車貸出拠点（ポート）を設置し、利用

者がどこでも貸出、返却できる交通手段のこと。 

 

【コミュニティバス】 

住民の移動手段を確保するため、自治体・地域の住民団体・ＮＰＯ法人等が主体的に計画・運行する

乗合バスのこと。 

 

【コワーキングスペース】 

 事務所、会議室、打ち合わせスペースなどを共有し、互いのアイデアや情報を交換しながら、質の高

い仕事ができる場所のこと。 

 

さ行 

【市街化区域】 

都市計画法に基づく都市計画区域のうち、市街地として積極的に開発や整備等を行う区域で、すでに

市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のこと。 

 

【市街化調整区域】 

都市計画法に基づく都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区域のこと。 

 

【地震発生率】 

国の地震調査委員会が公表している震度６弱以上の地震の発生確率のこと。 

 

【地すべり防止区域】 

 地すべりによる崩壊を防止するため、必要な排水施設、擁壁等を設置するとともに、一定の行為を制

限する必要がある区域のこと。 

 

【社会動態】 

一定期間における、転入・転出に伴う人口の動きのこと。 

 

【集約型都市構造】 

都市の無秩序な拡大を防止し、商業、業務などの都市機能の集積や公共交通などを生かした集約拠点

の形成などにより、コンパクトな市街地を形成した都市構造のこと。 

 

【人口集中地区（ＤＩＤ）】 

 国勢調査において、人口密度が 40 人/ha 以上の基本単位区が互いに隣接して人口が 5,000 人以上

となる地区のこと。 

 

【人口密度】 

 一定の面積あたりの人口数のこと。本計画では、1ha あたりの夜間人口（居住人口）数で示している。 
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【生活サービス施設】 

 医療、福祉、商業などの日常生活に必要なサービスを提供する施設のこと。 

 

た行 

【津波災害警戒区域】 

最大クラスの津波が発生した場合に、住民の生命・身体に危害が生ずるおそれがある区域で、津波災

害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき区域のこと。 

 

【津波浸水想定区域】 

最大クラスの津波が発生した場合に、津波による浸水が想定される区域及びその深さを表した区域の

こと。 

 

【定住人口】 

 国勢調査による人口の基本となるもので、人が在住する場所における人口のこと。 

 

【低未利用地】 

 既成市街地内の更地、遊休化した工場、駐車場など、有効に利用されていない土地のこと。 

 

【糖尿病粗死亡率】 

人口１０万人当たりの糖尿病による死亡者数のこと。 

 

【徳島市都市計画マスタープラン】 

本市の都市計画に関する基本的な方針であり、都市づくりの指針として都市の将来のあるべき姿を定

めるもの。（2012.3 策定） 

 

【徳島東部都市計画区域マスタープラン】 

 都道府県が定める都市計画区域の整備、開発及び保全の方針であり、その区域における都市計画の基

本的な方向性を示すもの。（2018.3 策定） 

 

【都市機能】 

 医療、福祉、商業施設など、都市の生活を支える機能のこと。行政機能、商業、教育、観光、医療・

福祉など。電気や水道の供給、交通手段の提供も含まれる。 

 

【都市計画区域】 

都市計画における都市の範囲を示す区域のこと。本市の場合は、市全域が該当する。 

※本市の都市計画区域の面積：19,139ｈａ 

 

【土砂災害警戒区域】 

急傾斜地の崩壊などが発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生じるおそれがあると認め

られる区域のこと。 

 

【土砂災害特別警戒区域】 

急傾斜地の崩壊などが発生した場合に、建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害

が生じるおそれがあると認められる区域のこと。 
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は行 

【BRT】 

 バス・ラピッド・トランジット（Bus rapid transit）の略で、連節バス、公共車両優先システム、

バス専用レーン等を組み合わせることで、速達性・定時性の確保や輸送能力の増大が可能となるバスシ

ステムのこと。 

 

【PDCA】 

 PLAN(計画)、DO(実施)、CHECK(評価)、ACTION(改善)の 4 つの視点をプロセスの中に取り組む

ことで、プロセスを不断のサイクルとし、継続的な改善を推進するマネジメント手法のこと。 

 

【ひょうたん島】 

 中心市街地には、新町川、助任川に囲まれた中州があり、その形がひょうたんに似ていることから、

親しみを込めて「ひょうたん島」と呼ばれている。本市では、この地域の河川空間を活かした個性ある

都市環境づくりを進めている。 

 

ま行 

【メッシュ】 

 経度・緯度に従って地域を編みの目に分割したもの。 

 

や行 

【用途地域】 

地域地区の一つで、住居、商業、工業など、市街地の大枠としての土地利用を、都市計画法に基づい

て定めた地域のこと。土地の使い方（建築物の用途）の制限と合わせて、容積率や建ぺい率等の建築物

の大きさなど、建て方のルールを定めている。 

 

ら行 

【リノベーション】 

既存の建物に大規模な改修工事を行い、用途や機能を変更して性能を向上させ、建物に付加価値を与

えること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




